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はじめに

国民年金・厚生年金保険の障害給付に係る受付・点検事務については「業

務マニュアル・年金給付・lV進達j に基づいて行っているところですが、年

金請求の原因となった傷病の発病自・初診日や障害認定日を的確に把握し、

障害の状態を反映できる診断書や有効な受診状況等証明書を提出していただ

く、病歴・就労状況等申立書を適切に記載していただく等、請求者個々の傷

病や障害が多岐にわたる中で、その状態に応じた的確な事務処理が求められ

るところです。

本冊子は、日本年金機構版として障害年金業務部がまとめたものです。本

冊子が、障害厚生年金の年金事務所・事務センターでの受付・点検事務の一

助となり、迅速かっ正確な障害給付決定処理等に繋がることができれば幸い

です。

なお、障害認定は、通知(障害認定基準等)により実施されておりますが、

個別のケースにおいて、医学的判断に委ねるべきこともありますので、断定

的な説明によるトラブルの発生がないように、適切な対応をお願いいたしま

す。

平成 24年 5月
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《障害厚生年金制度の概要》

1 対象となる障害

疾病、負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について、そ

の傷病の初診日(発病日)に厚生年金保険の被保険者であれば、厚生年金保険の

給付対象となります。

また、年金請求者が二つの傷病を持っていても、それぞれの傷病ごとに、給付

対象の可否及び障害の程度を認定することとなります(f初めて 2級Jの請求を

除く)。

* rこれらに起因する疾病Jとは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾

病が起こらなかったであろうという関係にある場合をいいます。

* 発病日・初診日については、 54ページから 55ページを参照してください。

2 障害の程震

障害の程度については、次の政令に定められています0

・国民年金法施行令別表(障害等級 1、2級)

-厚生年金保険法施行令別表第 1 (障害等級3級)

・惇生年金保険法施行令別表第 2 (障害手当金)

また、これらをさらに具体化したものとして、 f国民年金・摩生年金保険障害

認定基準」があります。

3 障害の程度の認定時期

(1)障害認定日

初診日から 1年6月を経過した日又は 1年6月以内にその傷病が治った日

(症状が固定した日を含む)。

(2)事後重症

障害認定日に障害の状態に該当しない場合は、年金請求をした日(受付日)。

* 障害手当金
初診日から 5年を経過する日まで、の間で、傷病が治った日(症状が酉定した日

を含む)において、厚生年金保険法施行令別表第 2に定める障害の状態に該当

した場合。

. 2 . 



4 保険料納付要件

初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保

険者期間があり、かっ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除

期間とを合算した期間が当該被保険者期間の 3分の 2に満たないときは、支給さ

れません。(停年法 47)

ただし、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの 1年

間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期

間がないときを徐きます。(厚年法附 (60)64①) 

※初診自の時期によって異なるので、 53ページを参照、下さい。

5 新法と!日法(昭和60年改正前)

受給権発生日が昭和 61年4月1日前か以後かにより区分されます。すなわち、

障害認定日が昭和 61年4月1日前で、障害認定日に受給権が発生するものは、

!日法が適用されます。法律だけでなく認定基準も旧基準で認定されます。

また、昭和 61年4月1日以後に受給権が発生する新法適用者で、あっても、発

病が昭和 61年4月1目前の場合は、被保険者期間中に発病していること、初診

日が昭和 61年4月1日以後の場合は初診自において被保険者であることが必

要です (90ページ参照)。

なお、必要とされる保険料納付要件や加入期間要件についても、その当時施行

されていた法律の要件が(読み替えられて)適用されます。詳しくは、 52ペー

ジを参照してください。

6 併合認定

障害給付の併合は、次の三種類あります。

①併合

それぞれ2級以上(過去に 2級以上で、あったものを含む。)の障害年金を併合

する場合

②初め て 2級

二つ以上の傷病による韓害を併合して、初めて 2級以上の諦害となる場合

(初診日が前にある前発障害は、 2級以上になったことがない障害であり、資

格要件、納付要件等は間わない)

③併合改定

2級以上(過去に 2級以上で、あったものを含む。)の障害年金に、 2級以上

に該当しない程度の障害が発生し、併合の結果、上位等級に該当する場合
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『年金請求』編

年金請求書の受付・点検
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A : r受付年月日j欄

受付年月日は、“事後重痕詩求"のときは受給権発生年月日になり、“障害認定R請求"のときは時効起算日にな

りますので鮮明に押印してください。

国民年金障害給付年金請求として受け付けたものを初診日等が変更されたことにより厚生年金保険障害給付年金

請求として日本年金機構本部に進達するときは、国民年金の年金請求書を添付するか、または、国民年金の年金請求

書に押印してある一番古い受付年月日と同じ年月日を厚生年金保険の年金請求書に押印してください。

受付から進達まで3週間以上の日数を要した年金請求書を日本年金機構本部に送付するときは、処理経過注

が分かるよう経過メモ等の添付をお願いします。

B : r課所符号Jr進達番号j欄

謀所符号及び進達番号は、年金請求書を管理するために必要なものです。照会の対応などはこれに基づいて行

っていますので、記入掘れや進達番号の重複払出し、課所符号の省略のないようにしてください。

2桁巨は r9 J、残りの 3桁は年金事務所におけるその年1桁目は和暦年の下 1桁、

.4・

進達番号は 5桁であり、

の進達の連番となります。

※ 



C : r⑥住所j樹

都道府県名の記入は必要ありませんが、特別区(東京 23区)は区から、町村のときは「郡j から、それ以外は

[市j から、記入することになっています。町村や区(特別区を除く)から記入されていることがありますの

で、郡や市から記入するように受付時に指導してください。

また、団地名、マンション名などの記入漏れがないか確認してください。

住所にフリガナが記載されていないケースがよく見受けられます。進達前に点検し、記入されていない場合又は

通称名が記載されている場合は、補正してください。

決定通知書を年金請求者以外の者への送付を希望される場合は、 f委任状j を添付してください。

※ 記載された住所と住民票上の住所が異なる場合等、住民票コードの収録処理ができないことがあります。決定

後、住民票コードの収録状況を確認、の上、未収録の場合は年金事務所にて適宜対応願います。

D : r⑦受取機関j欄

金融機関コ}ド・支庖コード・預金通帳の口座番号が正確に記入されていないと振込不能となります。誤読のな

い文字で正確に記入されているか確認してください。

rr頁金通帳の口座番号J欄に、支j吉番号(盾番)及びハイフンが記載されていると振込不能となる事例がありま

すので、支庖番号及ひ、ハイフンは記載しないようにしてください。

ゅうちょ銀行(郵便局)を希望された場合、「貯金通帳の口座番号j が正確に記入されているか、また、ゅうち

ょ銀行(郵便局)の証明印が漏れていなし、か確認してください。

※ 「金融機関名(金融機関コード)、支1吉名(支応コ}ド)、口座番号、口座名義人j については、(指示・依頼)

給付指 2011-287に基づき確認願います。

E : r⑧配偶者・子j構

フリガナならびに障害の状態の有無について、記入漏れがないか確認してください。

※ 日23.4以降の加算の扱いについては、(，情報提供)給付情 2011-40、(指示・依頼)給付指 2011-88・給付指 2011-147

に基づき整備願います。

F:⑩欄 公的年金制度等から年金を受けているか

今請求とは別に公的年金を受給中(停止中合)・請求中の場合には必ず記入ください、また障害基礎年金の場

合は予めその決定時や障害状態確認、届・額改定請求書提出時の資料を添付ください。

また、保管無き湯合はその旨を記載ください。

G : r⑬履麗j欄

事業所名、所在地及び勤務(加入)期間について、請求者本人に記入させてください。あるいは被保険者記録

画面等の貼付とする場合は、請求者の署名捺印をお願いします。
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H : r請求事由区分j欄

※ 請求傷病が複数ある場合は、それぞれについて分かるように記入してください。

1.認定日請求

樟害認定日、つまり初診日から 1年6月(初診日から 1年6月を経過する前に症状が固定し

治療の効果が期待できない状態に至ったときはその日)の欝害の状態で障害の程度を審査希望

するときは、 rlJをOで囲んで、ください。

なお、 rlJ ~こOがつけられているにもかかわらず、障害認定日の診断書が添付されていない

ケースが見受けられます。必ず障害認定日の診断書を添付してください。

また、障害認定日による請求で請求日(年金事務所等の受付日)が捧害認定日から 1年以上

経過しているときは、請求日における障害の状態を明らかにする診断書も必要になります。

r一一寸で7

巴ii
司ili

弱点ーの瓦一仁1，一瓦瓦一一|百 年月一一司~~一 年 月 白 i軍E 年対 日

間昨日 iEZ 草月日i総年" 81採年 11 B -一一一一一一相昨日において加入していk年金制度 L 田作 2.陣年 3.共 出 11.回年 L 揮年 3.北抗 11.由年 2 耳匂 3.共時

現在傷聞はなおヮていますか.

なお噌ている企告は、 tほお守たn 阻陪
平成 年 月 四

dlili 
個師の回目は梁崎上ですか

この暗闘についど省に宏、す制臣から保障

桔付制買切られる"ちは、その欝与をO
で囲んでくどさい.時求申の企ちも同惜

です.

壁けられるときは、その詰付の揖輯申信
号をOで囲み、三食柏目指生した日を記入

1. f;iぃ・ 2. いいえ

1.労働耳~j-~

3.朗員同韻陸

L 地方時萌民災窃楠償法

2. '7)曲省見書抽世保蹟怯

4 国軍公輯員災宙開国法

1 公ぷ'L?:桂の学担臨、学桂歯科臨及び学陸軍剤師的公苗災容捕後に閉す副会神

し陣容陣俄桔付〈陣曹拍付〉 2守備病楠償桔付〈由開年金3

してく式'さu、.

3 

生 言十 車f主
;..il~1 唱の者俗、時和委きと生計を閉じくしていたととを申し立てる.

Nつ，-，平成年 月 口 《旺明するJ

一一一一〆ミ!住| 晴章者 住所
1'1計証明者》

I L leI同| 正名1 ~剛 111-1 ぐ闘車告と由回師〉

一一1 1I'1I 

持

泊“
事F認定 年匁臼

言ilE 11J:J 

@同tJJ:÷日
1 _1 凶 3 こ田中:¥'，u;l.民生害岳民、町内告祭、事員会、年金妥員、寧主などの揮豆翁の恒明に怜えると k剖で会主れ

三l開 この申立《証明〉には、それぞれ申住民軍の写しを捕え c<ださい.

:r過去の障害給付受給状況』構

過去に障害給付を受けたことがあるときは、その名称と年金証書の

基礎年金番号・年金コード等を記入してください。(平成6年法種改

正前に 3年失権した者が、その後の悪化により請求があった場合は必

ず記入してください。)

J : r傷病名J欄

2.事後重症請求

・請求時点の障害の状態で

障害の程度を審査希望す

るときは、 r2JをOで囲

んでください。

・理由欄は、 r1.2.3.Jい

ずれかをOで匝み r3.J 

の場合は、その理由を具

体的に記入して下さい。

(注)障害認定日による請

求意思はあるが、障害認

定日の診断書が提出でき

ない場合は、事後重症に

よる請求となりますので、

その旨請求者に十分説明

のうえ、 r2JをOで関ん

でください。

3.初めて 1・2級請求

複数の傷病の障害の状態

によって障害の程度が初め

て国民年金法施行令別表の

2級以上に該当したとして

年金請求をするときは、 r3J

をOで囲んでください。

障害の原因である傷病の初診日が浮生年金保険の被保険者期間中である請求傷病について記

入してください。ただし、障害の程度が軽い等で請求傷病としない傷病は記入しないでくださ

し、。

調 6" 



. (1)欄で 3の f初めて I級または 2級j にOをつけたときは、必ず複数の傷病名が記入されるこ

とになります。傷病名と診断書等を各々突き合わせ、診断書がない場合には請求意思を本人に確

認してください。

請求書に記入されている傷病のすべてについて、受診状況等証暁書、病歴・就労状況等申立書

及び診断書を添付してください。添付できない傷病については、記入しないで、ください。

診断書①欄の傷病名と一致しているか確認してください。

K : r業務上j欄

「はいJの場合、給付の決定状況について分かる書類を添付してください。労災請求中で添付

できない場合は、その旨記載してください。なお、新法船員保険での職務上の事由による請求は

機構では取扱をしません。(指示・依頼)障害指 2011-01・給付指 2011-92を参照ください。

L : r生計維持証明j欄

受給権が発生すると思われる時点での生計維持関係について、記載されているか確認してくだ

さい。

※「障害認定日による請求j の場合は、障害認定日時点となります。

③欄に記入した配偶者及び子の年収が 850万円(平成 6年 11月8日以前の受給権発生者は 600

万円)未満かどうか記入してください。「配偶者・子j構が記入されているにもかかわらず、 f生

計維持証明J欄が未記入のものがあります。「配偶者・子j欄が記入されているときは、必ず f生

計維持証明j欄も記入するよう指導してください。

なお、生計維持関係等の認定基準及び認定の敢扱いについては、(情報提供)給付情 2011-40、

(指示・依頼)給付指 2011-115を参照ください。

※戸籍・住民票・所得証明(年度に注意)等の書類は、請求時に必ず整備してください。

※加対者がなく住民票コードの記載により代用する場合は、必ず照会の印字を添付ください。

注 1 記入内容等に不明な点や、該当の診断書の添付がないときは、返戻させていただく場合

があります。

注 2 事後重症により年金決定された後に障害認定日による請求に変更する旨の申立てのケー

スが多く見受けられ、処分後にトラブルになることがあります。 トラブルになるケースと

しては、受付時に障害認定日による請求について説明を受けていなかったなどがあります

ので、受付時に請求者本人の意思確認を十分に行った上で、該当する番号にOをつけるよ

うお願いします。

また、訂正する場合は、訂正箇所に必ず請求者の訂正印を押印するようお願いします。

特に、障害認定日請求から事後重症請求等に変更する場合、処分後にトラブルとならな

いよう、請求者本人に意思確認をしたうえで、事務所の「確j 印ではなく、請求者本人に

「訂正印j を押させてください。
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※1 請求事由(年金請求書⑮欄)の確認について

この欄については、 6"'-'γページで説明しましたが、請求者が請求権を行使することによって受

給権及び支分権が発生する大変重要な箇所ですので、詰求者にその旨を周知するとともに、詰求事

由の趣旨を十分に説明してください。

⑮(1)構の項番 1"'-'3には、必ずOを付すこととされていますが、それぞれについて次の事項

に留意してください。また、相当困果関係、のない傷病について、複数請求がある場合は、それぞれ

の請求事由が分かるように(矢印を引っ張るとか、傷病名の上に請求事由を明記する等)記載して

もらってください。

( 1 ) 障害認定日による請求

-障害認定日分の診断書(障害認定日より 3月以内の現症のもの)を添付してください。

※ 障害認定日が、初診日から 1年6月以内に以下の①~⑦に該当する場合は、

原則として該当した日より 3月以内(その状態が安定した時期)の現症の

診断書が必要です。

-障害認定日と年金語求日が 1年以上離れている場合(遡及認定日請求)は、直近の診断

書(年金請求自前3月以内の現症のもの)も併せて添付してください。

※ 「障害認定自において受給権が発生しない場合は、事後重症誇求をしま

すJ旨が記載された「障害給付請求事由確認書Jを提出させてください。

(11ページ参照)

※ 障害認定日が、初診日から 1 年 6 月以内に以下の箆竺金~.:護主L主ζ主(J)
生虫養蚕主主皇室長五援金陸、その事実が確認できる診断書であれば、直

近の診断書1枚でも差し支えありません。

。障害認定日について
障害認定Rは原則として、「初診日から起算して 1年6月を経過した日j または r1年6月以

内に治った場合には治った臼(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を

含む。)Jをいいます。ただし、次にあげる日が、初診日から 1年 6月未経過のときは、その只が

障害認定日となりますのでご注意ください。また、この場合は、障害認定日において受給権が発

生するため、「事後重症による請求j とすることができません。

①人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから 3月を経過した日

②人工骨頭文は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日

③心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器 (ICD)又は人工弁を装着した場合は、装

着した日
※ 人工血管・心臓移植・人工心臓・ CRT.CRT-Dについては、(情報提供)給付情 2011-93を参照

ください。

④人工紅門又は新腸脱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日

⑤切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は

!日法の場合は、創面が治癒した日)

@喉頭全摘出の場合は、全摘出した自

⑦在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

. 8・



。遡及認定日請求について

障害認定日と年金請求日が 1年以上離れている場合(遡及認定日請求)は、直近

の診断書(年金請求日前3月以内の現症のもの)も併せて添付してください。

また、上記(1 )の①~⑦に該当する場合は、初診から 1年 6丹前である治った

日が障害認定自となりますので、原期として障害認定日より 3月以内(その状態が

安定した時期)の現症の診断書が必要です。

ただし、上記(1 )の①~⑦に該当することのみの審査を希望(例:心臓ベース

メーカーの場合は、術後の経過及び予後等の総合的判断を希望しない)される場合

は、その事実が確認できる診断書であれば、直近の診断書 1枚でも差し支えありま

せん。

@r障害給付請求事由確認書Jについて

請求者が「障害認定Rによる請求Jを希望した場合(障害認定日と年金請求日が

1年以上遡及する遡及認定日請求に限る。)においては、「障害認定日において受給

権が発生しない場合は、事後重症請求をします。j 旨が記載された確認書 (11ペー

ジの参考様式参照)を提出するよう、請求者にご指導房長います。

※この確認書は、「障害認定Rによる請求j についての審査請求を制限するものではありません。

※この確認、書を提出されない場合は、「樟害認定Rによる詰求j しか行わないものとして、障害認定gのみの

審査 (f事後重症による誇求j としての審査はしない)となります。従って、トラブ、fレ防止のため、不備返

戻を行い「確認書j の提出意思を確認する場合もありますのでご承知おきください。

。誇求者が初診日と考えていた日が、審査の結果により、前後する場合があります。

このような場合、請求事由の再確認が必要となることがあるため、請求者にご説

明願います。

( 2) 事後重症による請求

-詩求日分の診断書(誇求日前3月以内の現症のもの)を添付してください。
-下欄 (f2 JをOで屈んだときは右欄の該当する理由の番号をOで囲んでください。)の
1"-'3のいずれかにOが付されていることを確認してください。
※は その他Jの理由として、「知らなかったj と記載されている例を見かけますが、
知らなくても障害認定日分の診断書が提出されれば、「障害認定日による請求Jは可能
ですので、障害認定日分の診断書が提出できないことによる理由であれば f障害認定
日分の診断書が提出できないためj と記載願います。また、傷病手当金との重複を避
けるためとの理由も、障害認定日分の診断書を提出できない理由とはならないため、
不可です。
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(3) 初めて障害等級の 1級又は2級に該当したことによる請求

-前発傷病、基準傷病それぞれの診断書(請求日前3月以内の現症のもの)

ください。

※前発傷病、基準傷病の診断書が同一のもので、それぞれの障害の状態が分かる場合

は、 1枚でも差し支えありませんが、 f傷病名Jr発病Jr初診日 j欄はそれぞれの傷

病について記載があるかを確認願います。

-⑮ (3) r傷病名j 欄には、 2傷病以上の傷病の記載 (r前発Lr基準j が分かるよう

に)があるかを確認してください (1傷病しか記載がない場合は、既存障害が何であ

るかの確認をお願いします)。

「初めて 2級j に該当しない場合には、請求事由等をどうされるのかを確認する必要

が生じますので、返戻となります。

を添付して

※2 事後重症による年金請求が決定された後の「障害認定日によ

る請求Jの取扱い

年金請求書に、障害認定日による請求に必要な書類及び障害認定日において受給権が発

生する場合には、事後重症による請求を取り下げる旨が記載されている f取下げ書J(12ペ

ージの参考様式参照)を添付して進達して下さい。

<提出書類>

・年金請求書(障害給付の請求事由欄 r1 JがOで、固まれているもの)

障害認定日の診断書(註近の診断書は提出不要です。)

-加対者がいる場合は、生計維持を証明する資料

年金証書(事後重症による請求分)

取下げ書

前回請求時から今請求時までの病歴 • 
前回請求時に事後重症請求とした理由が矛盾している場合にはその理由を説明す

る文書

なお、受付Rは遡及しないため、障害認定日による請求自時点において、障害認定日の

属する丹の翌月から事後重症請求月(受給権発生月)までの期間のうち、既に時効が成立

している期間は支給されませんので、あらかじめ請求者にご説明ください。

既に時効が成立しているため

支給さ札ない期開

[例]

5;年

¥ 
〈

(再
F章請
害求
認日
定
日
三主
百円

求
日

受
発
日

〈
(
事
後
重
症
請
求
目
)
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障害給付請求事由確認書

私は、下記の請求事由を確認し、傷病名(

で「障害認定日による請求Jを請求事由として、障害給付を請求します。

ただし、「障害認定日による請求Jで受給権が発生しない場合は、「事後重症によ

る誇求Jを請求事由として障害給付を請求します。

[請求事由について}

1.障害認定日による請求

障害給付は、病気またはケガによって初めて匿師の診療を受けた白(初診日)から 1年6月を経

過した s(その期間内に治ったときはその日)に、一定の障害の状態にあるときに受けられます。

(ただし、一定の資格期間が必要です。)この場合、年金請求書に添付する診断書は、初診日から

1年6月を経過した日の障害状態がわかるものが必要です。

なお、請求する Rが、 1年 6月を経過した Rより 1年以上過ぎているときには、治ったことによ

り請求するときを除き、初診日から 1年6月を経過した日の診断書と請求時点の診断書の両方が必

要となります。(ただし、障害状態の確認を行う際に、他の時点の障害の状態がわかる診断書を求

めることがあります。)

2. 事後重症による請求

rl.障害認定日による請求」で受給権が発生しなかった場合でも、その後、病状が悪化し、 6

5歳に達する Rの前日までの間において、一定の障害の状態となったときには本人の請求により障

害給付が受けられます。ただし、請求は 65歳に達する日の前日までに行わなければなりません。

この場合、年金請求書に添付する診断書は、請求時における障害の状態がわかるものが必要です。

平成 年 月 日

(請求者本人)

氏名: ⑮ 

住所 :

連絡先:( 

(代理人)

氏名: ⑮ 

請求者との関係:

住 所 :

連絡先:( 

※請求者、代理人ともに本人自著の場合、押印は不要です。



「障害厚生年金の取下げj について

私は、傷病名( )で障害厚生年金を

受給していますが、この度、上記傷病にて障害厚生年金を「障

害認定日による請求」とするため、障害認定日で障害厚生年金

が受給できる場合には、現在受給している障害厚生年金の取り

下げを申出します。

平成年 月日

住所
(ブ灼やナ)

豆一一会

基礎年金番号・年金コード

続柄

※本人自らが署名する場合、押印は不要です。

※「続柄Jは代理人が記載する場合に請求者との続柄を記載してください。
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2幽診断書

障害厚生年金の決定事務では、一般的に、受付から決定までの所要日数が他の年金に比

べ長くかかる場合があることから、事務処理の進捗状況についての問合せが少なくなく、

その主な要因には年金請求書に添付の診断書の記載洩れや記載不備があります。

年金請求書等の受付に当たっては、次の事項に留意し診断書に係る点検を行うことによ

り、障害審査に係る所要日数の改善を図れるものと考えます。

なお、受付点検の結果、診断書の記載洩れ事項のあった場合は、例えば、年金請求書に

受付印を押すとともに、請求書・診断書の写を作成して霞くと、照会等の際に的確・簡潔

に対応することができます。

また、受付から進達までに3週間以上の日数を要した年金請求書を日本年金機構本部に

送付するときは、処理経過が分かるよう経過メモ等の添付をお願いします。

診断書様式(英訳版)

海外居住者や海外滞在中に受診がある場合等で、外国の医師に診断書を記載して

もらう場合、従来は任意様式で記載してもらっていたため、翻訳した後必要事項が

記載されていない等の理由で返戻や照会がありました。

このため日本年金機構本部において、参考にして頂くため診断書様式を英訳しま

したので、障害年金業務部までご連絡いただければお送りいたします。

※受証、病歴・就労状況等申立書の参考様式についても同様です。

し診断書の種類

診断書は、請求者の揮害の程度を確認するための重要な客観的資料となります。その

ため、障害給付の診断書は、具体的な障害の程度が明確に判断できるよう次の 8種類に

分かれています。

(1) 眼の障害用(様式第 120号の1)

(2) 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・鴨下機能、言語機能の障害用(様式第 120

号の 2)

(3) 肢体の障害用(様式第 120号の 3)

(4) 精神の障害用(様式第 120号の 4)

(5) 呼吸器疾患の障害用(様式第 120号の 5)

(6) 循環器疾患の障害用(様式第 120号の 6-(1)) 

(7) 腎疾患・肝疾患・糖尿病の瞳害用(様式第 120号の 6-(2)) 

(8) 血液・造血器・その他の障害用(様式第 120号の 7)
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また、診断書様式と傷病名の組合せを示すと次表「診断書様式と傷病名との組合せ例J

のようになりますが、一つの傷病で、もその障害の現れる部位・状態が多岐にわたるケース

があります。したがって、請求者の障害の状態が一番的確に記載できる様式の診断書(場

合によっては二種類以上)を提出するよう指導してください。

例えば、脳血管障害(脳出血、脳血栓、脳梗塞等)で障害の現れている部位が、肢体不

自由(手足の障害)と器質性精神障害の場合、様式第 120号の 3(肢体の障害用)と様式

第 120号の 4(精神の障害用)の診断書が必要となります。

表診断書様式と傷病名の組合せ例

様式番号 診断書 主 な {嘉 病

第 120号の 1 限 白内障、緑内F章、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜

自斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性締

膜症

聴 見止ι」 メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷又

は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

第 120号の 2 鼻腔機能 外傷性鼻科疾患

そしゃく・嚇下 咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損

機能、言語機能

第 120号の 3 肢 体 上肢又は下肢の離断又は切断障害、上肢又は下肢の外

傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関

節リウマチ、ピュルガー症、脊髄損傷、進行性筋ジス

トロフィー

第 120号の 4 精 神 老年及び初老期認知症、その他の老年性精神病、脳動

脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感

染に伴う精神病、統合失調症、双極性障害(疎うつ病)、

てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病

第 120号の 5 呼吸器疾患 肺結核、じん姉、気管支噛息、慢性気管支炎、膿胸、

肺線維症

第 120号の IL' 疾 患 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、
6 -(1) 冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈

弁狭窄症、心筋梗塞

同 血 圧 悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(ただ

し、脳溢血による運動障害は除く)

第 120号の 腎 疾 患 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性
6 -(2) 腎不全

~f 疾 患 肝硬変、多発性目刊重療、肝癌

糖 尿 病 糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症

第 120号の 7 そ の 他 悪性新生物など及びその他の疾患

※「線維筋痛症j、「脳脊髄液減少症J、「慢性疲労症候群j、r{ヒ学物質過敏症Jについては、認定事例が(指示・

依頼)給付指 2012-71・給付指 2012・125で示されていますので、診断書の整備等の参考にしてください。
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IT.診断書に共通的な留意事項

(1)診断書に係る「診断書の作成年月日J、「医療機関の名称、及び所在地J、「診療担当科

名、医師の氏名及び押印Jの記載洩れ等がないこと。

(2)診断書に記載の受診者の f氏名、生年月日、性別及び住所Jが年金請求書の記載と

一致していること。

(3)診断書の「①から⑨j欄の記載事項(障害の原因となった傷病名、初めて医師の診

療を受けた日等)は、障害の状態に係る診断記録とともに、年金の審査における不可

欠な事項であるので、記載洩れがないこと。また、診断書の様式は、傷病名・障害が

現れている音財立・状態からみて合致していると考えられること。

(4) r障害の状態(平成年月 日現症)J (赤字で印刷)欄については、いつの時点

の障害の状態であるのか判断するうえで、重要な事項ですので、記載洩れがないよう

お願いします。

診断書の現症年月日等に記載漏れがある場合は、照会が必要となり決定までかなり

の日数を要することとなります。必ず記載してもらうよう指導してください。

(5)診断書の「現症時の日常生活活動能力及び労働能力j は、障害の程度の認定に当た

って重要な意味を持つので、現症時において日常生活がどのような状況であるのか、

またどの程度の労働ができるのか等必ず記載されていること。

(6) r予後J檎は、診断時点において断定できない場合にあっても、『不詳』等と必ず記

載されていること。

(7)診断書と年金請求書及び病歴・就労状況等申立書に記載されている発病、初診日が

相違している場合は、「受診状況等証明書J等を提出するよう指導してください。

(8)年金事務所において、点検確認する際には、診断書等にチェックマークを付したり、

メモ書きをしないでください。(医師の証明書の改ざんになります。)

(9)診断書の様式が改正された場合は、旧様式を適宜補正するか、又は改正後の診断書

を使用すること。なお、診断書指定様式に直接記載しないで提出する場合は、次の点

に注意してください。

・効率的な審査をするため、原則A3サイズで作成願います。ただし、やむを得ない事

情がある場合は、 A4サイズで作成されたものでも提出可能とします。

紛失、混在等を防止し、効率的な審査をするため、両面印刷にて作成してください。

ただし、やむを得ない事情がある場合は、片面印刷 (2枚)に割り印をいただくか、

それぞれに医師の自筆の署名・捺印をいただいてください。

(10)診断書を訂正した場合は、訂正箇所に必ず作成医の訂正印が押印しであること。
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診断書様式ごとの留意事項

(1)く眼の障害用診断書>(様式第 120号の 1) 

(主な傷病名)白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、

網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性、糖尿病性網膜症

ill. 

様式第120'号のl国民年金
厚生年金保険
船員保険

女男銭)

(限の障害用)

日生(

年 月

月

o傷病の原因

又は誘因| 初診年月日{昭和・平成 年

⑦怖が治った(症状が固定して治療|備が治っている場合 治った日平成

の効果が期待できない状態を吉

む。)かどうか l儲病が拾っていない場合…・・・口信状のよくなる見込

年

童日断

郡市

区

Z主人
民多⑮ 

(71)ガナ}

氏 名

所

① 
障害の原因
と なった
傷病名

住

囚

回

陸認

擢定
日月年

不明-無有

回

日}

〈
お
厭
い
〉
太一
文
字
の
臼
は
、
箆
入
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
，

月

矯正眼銭

右

年

日寝室)

右

左

中
間
透
光
体
所
見

眼

底

所

見

(3) 所 見

一寸一石一ー

左

に

間
十
内
の

関

一

の

そ

攻

後

見

月
一

療

、

事

談

所

十

台

過

る

医

時

z
-

一

川

経

な

成
診
日

2
.
一
日
一
、

と

作

初

月

一

ぺ

問

考

書

る

年

羽
一

ま

期

参

断

け

診

平
一

在

、

の

診

お

初

治
竺

現

容

他

③

胆
奇

I
l
-
-ト
同

会
ロ
尽
い
)
障
害
の
技
師
阻
は
、
診
療
誌
に
基
づ
い
て
わ
か
る
箆
固
で
包
入
し
て
く
だ
さ
い
$

回
月

前

限

部

所

見

年(平成状

(1) 視 力 体的泊定の陵町照!l:1ま却ルクスとしてくださも、}

|~¥--1裸限|矯正 |

|右限

|左眼
{幻 視 野 {白荊から置野陣書を劃定する岳要があると苫めた場合には園定して〈 だ軒、}

左 右

態の害際

左

(5) まぶたの欠損

{注 見えない~1~について尽又は鼠斜42で塗りつぶしてくださ

納関節機能・詔鞍機能

⑪寝室時の日常生活活

動能力及び労錫能力回
目 後

川
一

予

問
一

備

⑫

⑬

 
考

平成

回 …害の芸箆度…鈎一…入する抑必偲要は…あ

「一「上記のとおり、診断 します 。

I H 1 
年 日月

12 2.1l 

印

診療担当科名

医師氏名

.16・
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A : r氏名J、『生年月日』及び「性別及び住所』欄

裁定請求書の記載と一致していること。

B : r①~⑨』閣

記載事項(障害の原因となった傷病名、初めて霞師の診療を受けた日等)は、障害の状

態に係る診断記録とともに、年金の審査における不可欠な事項であるので、記載洩れがない

こと。また、診断書の様式は、傷病名及び樟害が現れている部位・状態からみて合致してい

ると考えられること。

C : r②~③』欄

「本人申立てj にO印が付されている場合は、( )にその申立て年月日が必ず記載さ

れていること。

* 本人の申立てが、診断書作成塁療機関の初診時間診で確認できるのか、それとも診断書

を持参したときの申立てなのかを判断するために必要です。

D : r⑩樟害の状態(平成年丹 日現症)J (赤字で印刷)欄

現症年月日は、いつの時点の障害の状態であるのか判断するうえで、重要な事項ですの

で、記載洩れがないようお願いします。

視力の検査値や症状所見は、記載漏れがないよう確認してください。

「矯正視力J欄は、矯正眼鏡またはコンタクトレンズを使用することによって得られた

視力が記載されていること。なお、視力が矯正できない場合は、「矯正不能j と記載され

ていること。

視野障害がある場合は、ゴールドマン視野計のI/2及び 1/4の視標(ゴールドマン視野計以

外の測定によるときは、これに相当する視擦)で計測した視野が記載されていること。

E : r⑪現症時の日常生活活動能力及び労働能力J欄

障害の程度の認定に当たって重要な意味を持つので、現症時において日常生活がどのよ

うな状況であるのか、またどの程度の労働ができるのか等必ず記載されていること。

F : r⑫予後j構

診断時点において断定できない場合にあっても、『不詳』等と必ず記載されていること。

G:無関係な欄

本人の障害の程度及び状態に無関係な欄は金支斜線により抹消してください。

(空欄のままとなっていることが多いので漏れが無いようにお願いします。)

* 樟害の程度及び状態に関係あるが未計測の禰には、その旨を記載してもらって下さい。

H:診断書の作成年月日等の記載漏れがないこと。
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(2)く聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚇下機能、 言語機能の障害用診断書>(様式第 120号の 2)

(聴覚障害) (主な傷病名)メニエーノレ病、感音性難聴、突発性難聴、、頭部外傷又は音響外傷によ

る内耳障害、薬物中毒による内耳障害

言語機能障害) (主な傷病名)咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損(そしゃく・嚇下機能、

書(聴覚鼻腔機能平鰍能 )様式第腕の2
lそしゃく・直下後能の隊客用 i
、言 5百機 能 ' 

国民年金
厚生年金保険
船 員 保 険

断

c7リガナ】

氏 名
昭和 ip 月
平成

住 所 ザ判fEf昏号 | 
郡市 町区

I I I 区 村
「一一一一一一一

① 
② 1如白の発生年月日

日日和 官会t!!fl'~ 信臣

c の申Z「E 日障害 の 原 因

回 平成
年 月 日本人の ψ立て

とな った
[ 年 I! 日}

傷 病 名 ③①のため初めて医 昭 和 lS彼録で健包 J~五 E4 
聞の診療を受けた日 平 成

年 月 日本人の巾立て

@傷病のI!'I.図

1 .字 11 B) 

型ー日モ たia s 
又は誘因 初診年月日(昭和・平成 年 月 . 日>¥⑤既障存害 |⑥既往症|

⑦ 
傷 病 が 治っている場合………治った日 平 成

自信回
品を~ ~ 品千

f話病が治った(症状が囚定して'Ii;~梧 年 月
聴 1 

の効果が期待できない状態を合
抱定

取L 」て

む。)かどうか。 傷 病 が 治っていない場合………症状のよくなる見込 省 鯖・不明
，年よの

①診断書作成医療機関に
Hz‘争E ら・

おける初診時所見 苧2、8 樋Aで・
初診年月日

{昭和・平成 年 月 日} 2〈司

ω]) 現在までの治療の内
診僚回数 | 年間 図、 月平均 回 ': 、

容、!リl問、経過、そ
手段顕全摘その他の手術 一

の他参考となる事項 <<I 手街名(

E王 手術年月日{ 脅f 11 日)

⑮障害 の状態 (平成 年 月 日現痘) (船当Rた保つ険ては{棚‘8.上U泊}H的s騒肺まで告性の恒聞劃定悶の叫路揖果合を裏の面オ-にBジZ人オグしヲてム〈円だ配臥き入".にj 

(1l聴覚の隊筈 -10 
オージオグラム

。 t百背明瞭皮曲線

.~カ
10 

レ ベ ル
初

!1111111111111 

JO 

dB 左 .. .. 
曲

最良 Z丹音明瞭度 11l 

初

9る 左
90 

l∞ 10 2Q 3Q 40 抑制市 創的 1回 110 dD 

110 ~拍 民泊 I~泊20C泊~OO) H~ 

(2)鼻腔1珪能の障害 (3)平衡俊舵の障害 (4)そしゃく 膜下機能の障害 (5)言!!HI肯音・音声)機能の際客
(1量当するところに口をつけて〈ださいJ

ア鼻駄骨の虫 f員 ァ rn闘での起立・立位保持の抗惣 ア機能障害 7 鼻音不能な路音

! -鶴分 1 町陸el，る. i 白書!'f{吉行審.ぱ行I'f.ば行音等)

E 大部分 2 不安定である.

3 金銭
3 不可能である. イ栄盤状態

2 fIl音、白葺脅{各行、たlT.ら行等)

イ 開眼での直腕の10m歩行町枝笠 I !! 2 <f> 3 不良
3 飽茎曜日量脅(しゃ、ちゃ.じゃ等)

1 まっす〈歩急進す. {身長 ao.体重 旬; 4 駄目葺昔(か軒音‘が行膏等}

イ鼻呼吸障害町有舞 2 多少.~倒 Lそうになったりよろめいたりす ウ宣車内容

I毒 るがどうにか撲さ過す. l 食事内容に匹闘がない. イ企話状思
~ï 3 恒例あるいは苦しくよろめいて.~行を中 2 .，る程度の常食111'取できるが‘そし守〈

断せざるを師会ぃ. ー唖下が十骨でないたの食事がr，躍される. l 日常会話が障が聞いてb理解で&る.

ウ 自覚症状ー他党所見直ぴ検査所見
3 全耐...慕J;lt1liel取で与ない. 2 電話による会曲が家障は理解できるが.総
4 笹口限取のみでは十分な県警a取ができな
いためにゾンT需聾の僻屈が必要である. 人11理解できない.

5 流動食以外11罰鼠で畠むい. 3 日常会話が稼院は理解で怠るが、他人は理
6 位目的に1<砲をIH'することが極的て匝瑳
である. 闘できない.

7 桂口的に食物世間取するよとがでさなh、 4 日常金値が鈍が聞いても理解できない.
s その他(

⑪現ti時の日常生活活

動能力及び労働能力

⑫ 予 f圭
{必ず記入して下さ い}

⑬備 考

三芸人
目ク⑮ 

囚

(お
願
い
)
障
害
の
状
態
は、

診
療
録
に
基
づ
い
て
わ
か
る
範
囲
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

回

回
目

回

(22.1) 

印

回………に祭…こは… 必嬰劃恥は…孟

上 記の主おり、 診断し ます 。

病院又は診療所の名称

所 在地

日

診療担当科名

医師氏名

月

. 18・

年平成

囚



A : r氏名j、「生年月日』及び『性別及び住所j欄

裁定請求書の記載と一致していること。

B : r①~⑨j橋

記載事項(障害の原因となった傷病名、初めて医師の診療を受けた自等)は、障害の状

態に係る診断記録とともに、年金の審査における不可欠な事項であるので、記載洩れがない

こと。また、診断書の様式は、傷病名及び障害が現れている部位・状態からみて合致してい

ると考えられること。

C : r②~③j欄

「本人申立てJにO印が付されている場合は、( )にその申立て年月日が必ず記載さ

れていること。

* 本人の申立てが、診断書作成医療機関の初診時間診で確認できるのか、それとも診断書

を持参したときの申立てなのかを判断するために必要です。

D : r⑩障害の状態(平成年 月 E現症)J (赤字で印刷)欄

現症年月日は、いつの時点の障害の状態であるのか判断するうえで、重要な事項ですので、記

載洩れがないようお願いします。

(聴覚障害〉

f聴力レベルJは、補聴器を使用しない状態で、オージオメ}タによって測定されたデシベル

値で必ず記載されていること。

両耳の平均純音聴力レベル値が f90デシベノレ未満Jの場合は、 f最良語昔明瞭度j が記載され

ていること。(これと聴力の組み合わせにより、 2級または 3級に該当する場合があるため。)

〈平衡機能障害)

「平衡機能Jに係る状態及び症状所見・検査所見が記載されていること。

〈そしゃく・蝶下機能、言語機能障害〉

「そしゃく・嚇下機能j及び「言語機能Jに係る症状所見・検査所見が、記載されていること。

(注)喉頭全摘出手術を施した場合は、その原因となった傷病の初診日から 1年6月を経過する前

であっても、全摘出手術Bをもって障害認定日とする取扱いとなっていること。

E: r@現症時のE常生活活動能力及び労働能力』横

障害の程度の認定に当たって重要な意味を持つので、現症時において日常生活がどのよ

うな状況であるのか、またどの程度の労働ができるのか等必ず記載されていること。

F : r⑫予後J欄

診断時点において断定できない場合にあっても、『不詳』等と必ず記載されていること。

G:無関係な楠

本人の障害の程度及び状態に無関係な欄は全て斜線により抹消してください。

(空欄のままとなっていることが多いので漏れが無いようにお願いします。)

* 障害の程度及び状態に関係あるが未計測の欄には、その旨を記載してもらって下さい。

H:診断書の作成年月日等の記載漏れがないこと。
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(3) <肢体の障害用診断書) (様式第 120号の 3) ※平成 24年度中に認定基準改正ι佳立様式変更の可能性あり。

(主な傷病名)上肢又は下肢の離断又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、

重症筋無力症、関節リウマチ、ピュルガー症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー

様式第120号の 3

(肢体の障害用)

(7りすす }
昭和

刷』、、・.-

氏 名
平成

:if- 月 日生( 歳) 男 ・ 女

住 所 汁明1郵附 | 
君1;市 町区

I I I 
区 キサ

①障害の原因 ② f括病の発生年月 日
昭和

Rl:J鰐l1.'C-確包

事回 平成
11' 月 日 本人的中立て

(年月四
となった

③①のため初めて医 位1M録で碓包
傷病名 昭和

年 月 日 本人の'1'立て
防の診療を受けた 日 平成 {年月日

@傷病の原因
|⑥既往症|

又は誘因 初診年月日(昭和・平成 年 月 日 障害
IJ. 

(7) 傷病が治った(症状が固定 して治療 傷病が治っている場合・・・治った 日 平成 年 月 日
陪包

集定

の 効 果が期待できない状態を含

む。) かどうか。 傷病が治っていない場合 ・・症状のよくなる見込 有 無 不明

③診断書作成医療機関に

おける初君主時所見

i i 初診年月日

(昭和田平成 2手 R 日)

cv 現在までの治療の内
診 年間

続 回 一容 、 期間、経過、その
回 月平均

他参考となる事項
数 悶

F章 害 (!) 状 態 (平成 年 月 日現症)

⑮ 富十 iJllJ 
|身長 cml血 圧 |民 大 nunHg 

(手レJ日ト開グン節フィ、ル開ム偉}を帽図の示切し・て酬くだのさい場。合11，)

|体 重 kgl "" ，~ I民小 mmHg 

部 リA7ラン ショパー且，

位 手間節前腕肘関節上競 尉関節
関節関節

足関節下腿膝関節大胆 股関節

⑪ 
右

担日

左

隊
切・ 敵断 日 平成 年 月 日

断 むj面治ゆ目 平成 年 月 日

神経 述助隊省 断坊のIAみ 平I ・需 すぐ上町関節の異描 有 ー 無 {砲の場合iま⑮閑に記入してください)

脊 柱 の 可 !')} 域
随伴する脊髄・棋症状などの臨時症状

⑫ 

脊 郎位 運動の陪師 耐胤 伎屈 右側周 左側周 右回施 在回路

柱 自動的
ffi 館

。コ 他動的

隊
自動的

生ロ 胸腹部
他動的

タト 制 弛祖住 直直性 不随意運動性 生創性 強阿佐 Lんせん位

⑬ 起因部位 脳性 軒目性 末梢持続性 肺性 ・ その担任・因性のbのと思制時場合1)‘その旨記入して〈だ品、)

l孫 f喧矧且びその程度 知覚麻徳(脱去 鈍牌 過敏・異常) 運動府信i

右 左

反 射 上 肢 |ト 肢 バピノスキー反射その把の崩的&HI上 段 F 肢 | パピ;'-Ä~-tL射|その位。〉術的反射

i博

そ の 他 抗日開害 有・無 排恒障害 本F ・揖 縛.IJ1.はその量lOl 布・鱗

⑬ ⑬ 右 左

人工骨車田 部 位

人工閏簡の 手 術 日 平成 年 月 日
担

装着の~11 力 kg kg 

⑬ 母 指 "、 指 Z令 指 震 指 IIi 
郎 Iil. 

若手喜宮助自

日曲 伸展 凶曲 伸艮 屈曲 仲良 阻曲 伸展 組臨 仲良

右
中手 (足)指節間関節 (MP)

左

近位指節間関節 (P1 1つ 右

の 1卓 {母指では j旨節 間 関 節 ) 左

童
日

広
川

叫
肝
μ

三芸人

ロク
国民年金
厚生年金保険⑧ 
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本人の障害の程度及び状態に無関係主慌に1;1記入する必要はありません。(無関日系f，(.鍋は、斜絡によ り抹消してくださいJ
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A : r氏名』、『生年月日』及び「性別及び住所j欄

年金請求書の記載と一致していること。

B : r①~⑨』欄

記載事項(障害の原因となった傷病名、初めて医師の診療を受けた日等)は、障害の状態に係る

診断記録とともに、年金の審査における不可欠な事項であるので、記載洩れがないこと。

また、診断書の様式は、傷病名及び障害が現れている部位・状態からみて合致していると考えら

れること。

C : r②~③j欄

「本人申立てj にO印が付されている場合は、( )にその申立て年月日が必ず記載されている

よよL

* 本人の申立てが、診断書作成医療機関の初診時間診で確認できるのか、それとも診断書を.持参し

たときの申立てなのかを判断するために必要です。

D : r障 害の状態(平成年月 日現症)J (赤字で印刷)欄

現症年月日は、いつの時点の障害の状態であるのか判断するうえで、重要な事項ですので、記載

洩れがないようお願いします。

E : r⑪j欄

上肢・下肢の切断(離断)による機能障害の場合は、この欄に必ず記載されていること。

(注)上肢・下肢の切断(離断)欠損による機能障害の場合は、その原田(要因)となった傷病の初

診日から 1年6月を経過する前であっても、当該肢体の切断(離断)欠損の日をもって障害認定日

とする取扱いとなっていること(旧厚年障害及び新法手当金の場合は創面治ゆ日)。

F : r⑬、⑮、⑮」欄

脳血管疾患による機能障害の場合は、⑬、⑮、⑮欄が必ず記載されていること。

(注)脳血管疾患とは、脳槙塞、脳内出血、クモ膜下出血、脳血栓症、脳血管障害などの総称である

こと。

G : r⑭』欄

両側変形性股関節症等により人工骨頭または人工開館の挿入置換を行っている場合は、この欄に

必ず記載されていること。

人工骨頭または人工関節の挿入置換を行っている場合は、その施術の原因(要因)となった傷病

の初診日から 1年6月を経過する前であっても、挿入置換の日をもって障害認定日とする取扱いとな

っていること。

H : r⑩』欄

障害が右(左)のみの場合は、健側についても必ず記入しであるか確認してください(健側と対比

し認定するため)。

無関係な欄

本人の揮害の程度及び状態に無関係な欄は全て斜線により抹消してください。

(空欄のままとなっていることが多いので捕れが無いようにお願いします。)

* 障害の程度及び状態に関係あるが未計測の欄には、その旨を記載してもらって下さい。
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屑開節ljjJjJilliJJikill|三lJJJtI111:1;三

12仁土土 11:仁l二I上下上U囚
股閃ι節

⑫

関

節

可

動

域

及

び

運

動

筋

力

品 i 左

上肢畏 |上院凶 |前腕困|下肢長l大腿閤 |下回四 |上位畏l上腕岡 |前腕回 |下 肢 長 |大脳凶|下腿凶

cml cml cml cml cml cml clI1l川 cml cml cm 

[~…ーには rOJ l故当する記号を l
一人でできてもやや不自由な場合には・ 0・………rO"J 1::::::_::::-:':' I 

|下柵に記入して l
一人でできるが非常に不自由な場合には … ..r-"'xJ ，，，，，.-，，-，，--

1ください
-人で全くできない場合には・・ ー・ … ................rxJ 

日常生活動作 | 右 | 左 | 日常生活動作 | 右 | 左

a-:> 一主一一史 恒明主ヲ民世立包"苧」位一一一l一一一一L一一一一1'!'._'L__~._:主一主一三一一一一一一一一一一一一一J一一__.1...一一一
b控 る {丸めた週刊肱カ引き銭けない担臣)川 In座 る 【正鹿~すわり・あ〈ら・闘なげだし

cタオルを絞る {水をきれる程度両手 このような後鯵を持続する

dひもを結晶 l阿手 lo探〈おじぎ(最敬礼)をする l 
eさじで食事をする Ip曹< (魁内

一 一一一一一ーー.一ー一ーーーーーーーーーーーーーーー一一ーーーー一一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー.ーーーーーーーーーーーーーーーー-
f削 を 洗 う {割に手のひらをつける Q 1伝< (毘外
一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一
g用便の処置をする (ズボンの耐のところじ手をやる) 1 1 ~.. ~_ 1 
h用便町処置をする {尻町ところに手をやる】

i上衣の着脱 《かぶりシャツを務てI!!(")両手 時 1 __._. 17手すり'L，手すりがあればで 今手村が帥ばでき 三 手すり叫9て
ー一一一一一一ー一一一一一一一ー一一一一ーーーー一一一一一一ーーt'.o-.，.-ーーー一一--1.陪障を畳る l 
】上衣の着脱 {ワイシ守ツを暗てボタンをとめる}両手 1"0-<--1 でで..るがやや不自由 る岬飢こ不自由 t. ~ð~い

kズボンの岩官民 (どのような議第でもよい両手 '.0'_'_". 1γ#すり札 f 手刊がぬれ"" ウ手刊が削川でき エ 手すりがh て
i高ー予>!-一広三一一-55Z56ぷt-~-，:，..--------1両手一一 .---1' 酬をR'Jる" "C''t'!oる ..，坤刊帥 る仰に不自白 もで色&い

平 11 問眠抑制ι位保持の抗日 12 開眼での酬の叩m歩行のv:m f.3._.E.製食生理担ぜ幣担ー一一一

衛 | ア 可能である・ ! 7 まっすぐ歩さ過す

慢 | イ 不安定である。 iイ 多少佐闘しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き過す.! 
R~ 1 ゥ 不可能であるョ i ウ 転問あるいは膏し〈よろめいて. 歩行を中断せざるを I~なν、 ! 

雷貫Il上酬接見 2 下酬制 〈左右ア料出川り附…ml左足の間側目いて山配…だ刊
4宙 13絃 怯 紫 位{左・右
扇 15 刺身子 6 修 行 )~イ ときど急使用

量銭 l'その飽 |ウ使用せず
1兄 民体的に ) 

@その他の 精 神 ・ 身 体 の 隊 害 の 状 態

cm 

備助用 具を使用しない状態で

判 断 し て く だ さ い

四肢長及び四肢闘

⑬ 

⑬

日
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生

活

動
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囚

囚

回

囚

回
冒踊障害がある唱合U骸当するものを 1つOで屈んで〈ださい.

吾l 日常岳話が詑が開いてb理解で畠る@

路 2 1世話による金話が草族11理解できるが.他人は理解できない.

揖 3 日常金高が車臨は理解できるが、他人は理解できない.

~ 4 日常会話が睦が聞いても理解できない。

@現症時の日常生活活 I(陣助用具e使用しな札、t<:!oでキl断してくたさい i

動能カ及び労働能力 | 

{必ねZ入してく正さい11 

@予 後 |
{晶君官記入してください11

@備 考 |

日月年平成上記の とおり、診断します 。

診療担当科名病院又は診療所の名称

l El 
i回
回

~Il 医師氏名
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J : r障害の状態(平成年月 日現症)J (赤字で印閉1))欄

現症年月日は、いつの時点の障害の状態であるのか判断するうえで、重要な事項ですので、記載

洩れがないようお願いします。

K: r関節可動域(角度)J欄

障害が右(左)のみの場合は、健側についても必ず記入してあるか確認してください(健側と対比

し認定するため)。

自動可動域及び他動可動域の両方について記入されていることを確認してください。

L : r関節可動域(角度)J欄外

股関節屈曲値は 1又は2のいずれで測定したものかOが付しであることを確認してください。

M: r⑪、⑩、⑩、⑫欄

脳血管疾患による機能障害の場合は、⑪、⑮、@、@欄が必ず記載されていること。

N : r⑩~⑩j欄

慢性関節リウマチ等による全身症状の伴う機能障害の場合は、全ての梼が記載されていること。

また、両側変形性股関節症等による機能障害の場合は、⑪(嘩害のある関節部位)、⑮、⑬、⑫欄

が、必ず記載されていること。

o : r⑩J欄

上肢・下肢の切断(離断)による機能障害の場合は、⑫欄が必ず記載されていること。

P: r@.毘症時の日常生活活動能力及び労働能力j樹

障害の程度の認定に当たって重要な意味を持つので、現症時において日常生活がどのような状況で

あるのか、またどの程度の労働ができるのか等必ず記載されていること。

Q: r@予後』欄

診断時点において断定できない場合にあっても、『不詳J等と必ず記載されていること。

R:診断書の作成年月日等の記載漏れがないこと。
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(4) <精神の障害用診断書) (様式第 120号の 4)

(主な傷病名)老年及び初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、

アルコーノレ精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、双極性障害(疎うつ病)、

てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病

(注)診断書作成医について、必ず確認すること (P27)。

緩式S裏目。毎'"‘

eEpEt971e 的 i 生年月日 |:; 年 R 日生《 釦l糊|男京
の

事府車道県 郡区輸候所 11 H 1111 
ω 

②錨病曲発生年島田 昭率担鹿 年 R S 【a蛤依隼:雪量級の官司~滋SB司EE a3 ヨ崎偉人#)の鼠.集a・
な緯っ寄在白留原腐銅晶と 回 G)(Dの診骨た密め告畏初lめHてz厳筒師 平昭鹿和 年 月 a ( 本修年人復のS急e電R電gkZてB R》 ⑥援存障害

財;.産}か輯どがう固か定， 2事旗 年 月 回 被総健量 建設のよ〈なる見込・・・有 ・保 ・不窃 喧理軍稜庭

① 
線通者町民事 鶴求人との続柄 総理担年月田 • 周 震

発

現四骨考状在と経況なま退帯るで‘事.申拘織項病容館堅. 、拡及

そ

唱32に書お甑け書作制初成診医時療所宿見穏
L-ーー

{右お目障年毘闘年 月

喝3 7 f軍曹・養育康 イ舷荷量 ウ車種緩

膏e簡lλ『のの・し聾総抵て宵臨総<t，毘をや2寄書で揖書き宵
ru!M 

小3そ不中竃の公学手a後続勉司降 ttt-e'eeae字守温議a字字字a，aa後aa・.・ 崎s，e，mmm実3，tEt録E震E撃学.，級鎗銭 ・e鈎a2m拘束gESu翼q手'1緩棄l; 
、.)

ヱ治療護【魯告書れかい犠舎は⑬f鎗考』測に箆入してください..) (主詩情ー医健複網品λ鰐・外来1:1:分時τIi!]にして〈ださ~\.)

医療綾鯛翁 治僚繊同 入稼・外来 翁名 怠な療法 革主婦t軽快'I!化・不安}

"" . 11- 年舟 入院・外諜

年月四 年 R 入院・外来今

年月四 年 3事 ^院・外来

年月四年舟 λ銭・外来

年J!j- 年月 λ鰐・外来

@ 棒 害 の 状一 態 {平成 4薄汚 B 現議}

Y 現在骨病4主又1:1:状態像(1量識のa マ数字、笑敏宇をO官踏んで<1望書いJ イ定艇の4走路について.その寝耳量・症状・健治義等審具体的に記践して〈だ書い.

E叡田栂‘eS'の5EEを白髭9総E6化考磁伏踊0包傘絶・a容2sし舗〈の勧舘制経止玲と倉の軍比駐留銭し《鮪てい砲のるIt録SS4E霞作化成Lしてτいいるる犠合捻包4λし'fて納<t!$t.¥.l 

草E希創aFEtt倉生‘庫偶冒 31B古里分

》

E 4s 7，E姑gその咽a俗l位骨b《aa抜舗滋惨寛倉章&11・多，a6駒大盤.151育制S咽強健 • I思考安当民

》

m 幻t，sS笹ZisE忽色、紋奇鎗鍵怠a符eSEぬ妄忽 6 4eSaS飽‘まtられ.lI'lt 4思考.，>1:.，鱒膏
》

W 繍S・司縛興衝~屋4動曾。，ea符aRfah 賞以鎗2及劃e帽ssg詩醤編の捻舗a....屋"根・寝2泊寝食・鼠反zgaS極製忽考

》

V 鏡4宅台4街E余@間銅飽集【号夜盗欽勉.聖書情鈍'" • .1免の裕;a

羽 Zs，E機sてE嫌ん臨寝合2唱・2て8挺ん作かん . (復・興3F》健官会縫ゐ軍II!事 a' もそ号のる鎗う【 d・健施
3 

-てんかん様作ottS fi震発作のタイフはIi!λ，l，の怠l!!多田

3'Eててんんかかんん集発作作の.，舗タイ'"プfgFm《A -回.aR等・勾c ・苗.。a平3均 回担由

w"闘鍋鑓知a的g"az寄Ss 7 官ま そ暢の鹿値症イ4主題中F帯度 ウ温度ヱ盤量鹿

a・字11#>1臨11.7畿みイ IIt 0)齢l< Xその儀{
E量E持値臨時書 量主主宜伸書 官その也f 》

曹長，龍相陣互容鈎担な斑栓康金状留保の質的埠容 量宮崎2ミ.:a.::''T-!.-Dシの障害

a限定した機関曲で震11始者包囲oと行1)，その健{ } 

IX 人総4SER変踊の化市勉信総伏"， ';:lIIlltl::U 信関心 .侵.. 
-4 "t"O) IUltt~f( 》

3t a，a‘m依存等(l廃舗盆讐鉄.存s 》
s脳血史

施その他 E ] 

【精神の障害馬}書断言会
E島等金
集修会醒睦

曲員保健⑮ 

囚

回
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本人的障害時穏箆áiJ扶態に鋳関係な鰯1=はiè入するあ袈はありま世ん..(経隠祭事悶I~. 斜線1:;よ草稼i肖Lて〈ださいJ

回
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A : r氏名』、 f生年月日J及び「性別及び住所』欄

年金請求書の記載と一致していること。

B : r①~⑨j欄

傷病名及び ICD-l0コードが必ず記載されていること。

<参考:診断書「記入上の注意(精神の障答用診断書)J より抜粋>

f①障害の原閣となった傷病名j様に神経症圏 (ICD-IOコードが rF4J)の傷病名を記入した場合で、 f統合失調症、統

合失調症型障害及び妄想性障害j または f気分(感情)障害j の病態を示しているときは、 f⑬備考J棟にその旨と、示して

いる病態の ICD-IOコ}ドを記入してください。

記載事項(障害の原因となった傷病名、初めて医師の診療を受けた日等)は、障害の状態に係る

診断記録とともに、年金の審査における不可欠な事項であるので、記載洩れがないこと。

また、診断書の様式は、傷病名及び揮害が現れている部位・状態からみて合致していると考えら

れること。

⑨欄の「エ 治療歴Jは、必ず記載されていること。

c: r②~③』欄

「本人申立てJ~こO印が付されている場合は、( )にその申立て年月日が必ず記載されている

こと。

* 本人の申立てが、診断書作成径療機関の初診時間診で確認できるのか、それとも診断書を持参したときの申立てなのかを判断す

るために必要です。

D : r⑩障害の状態(平成年月 田現症)J (赤字で印刷)欄

現症年月日は、いつの時点の障害の状態であるのか判断するうえで、重要な事項ですので、記載

洩れがないようお願いします。

⑮欄の「ア現在の病状又は状態像、イ左記の状態についてその程度・症状、ウ日常生活状況j

は、必ず記載されていること。

てんかんは、てんかん発作のタイプと頻度が必ず記載されていること。

<参考:診断書「記入上の注意(精神の障害用診断書)J より抜粋>

てんかんの発作回数は、過去2年間の状態あるいは、おおむね今後2年間に予想される状態を記入してください。

また、てんかんの発作の欄i士、下記の発作のタイプを参考にしてA~DをOで囲んでください。

A 意識障害を皇し、状況にそぐわない行為を示す発作

B:意識障苦手の有無を凋わず、転倒する発作

C:意識を失い、行為が途絶するが、僚れない発作

D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

E:無関係な欄

本人の障害の程度及び状態に無関係な欄は全て斜線により抹消してください。

(空橋のままとなっていることが多いので漏れが無いようにお願いします。)
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回

田

ウ日常生活状況
1 家庭及び社会生活についての具体約な荻況

(ア}現夜の魚沼E霊境(該当するものーつをOで囲んでください。)
入院 ・入所.t!:宅・その他
(!'!i~名}

同居者の有無{有・無}

(イ}会般約状況{家族及び家族以外の者との対人総係についても
具体的に記入してください.)

2 S常生活能力の判定{主主過するものにチエツ台してくださいJ
{緑樹にあたっては、単身で密活するとしたら可織かどラかで*'JIIJiしてください，)

(1)適切な世帯"細書なrの単価も含めて趨当散をノ叩ンニえよく技ることがほぼできるなど，

自然的にで~るが時 自lo的かつ誼iE，::行うこ 劫首や指導をしても
ロできる ロには納言や指導を必口とはでき忽いが帥宮や!1iロでき"いミ去し〈は行

要とする 尋があればできる わない

(2)舟沼由清隷惇持ー洗面、t晶接、λ硲需の身体的衛生保持やお替え埠ができる，また.
自家山部l昔や片付けができるなど.

自発的1"できるが時 自発的かつ道正に行ラこ 励置やIII喝をしても
口できる ロには助君や間母音必ロとはできないが踊雷や閉口できない若し〈は!i

葺とする 湯があればできる わない

(3)金銭管理と実い物ー金践を'll!カで'j!j切に菅思し‘やりくりカ{j;iばできる.ま丸一人で
闘い物語S可I芭であり‘計磁f白な買い紛が同まできるな1:.

口できる 口E52223品主主ロ眠やi師向制向口蹴管〈官
軍とする きる わない

〈毛)亜詩と鼠車{要・平喪トJMiH的lζ辺院や111認をffい‘病状等を主l/J穏に伝えることがで
古るなど.

ロできる
おおむねできるがE者 肋富。描匁をしても

ロには助言や指;]jl!:..口め昔や指海があればで 口できない宕し<1孟行
要とする 合る わない

(5)億人と由意思伝遺Eぴ対人関係ー{主人の認をPII(. 自分の意思在相手に伝える.~l限的
行動がlIえるなE事

ロできる 口間協認42口開やi開尚れIt1!ロ就寝主辞
きる喪とする わない

(6)島湿町安全保持且び危複対応-*1止等の危rM~f>身を守''6泊1iが毎号、通常ど異なるき軒
怒と壮った時に能人!こ援助を求め号などを含めて、適
正1:対応することがで古るなど.

ロできる ロE部23誌22ロ険静岡があれほで zd思惑ぽ
きる甚とする 日わない

(J)社会怯銀行での金11，のIIIしλれや公共措設専の事1mが-人で可也主主、社会控訴
に必要な平鋭きが行λるなど.

おおむおで舎るが吟 iIJ宮や指導があればで 助言や揖穏をしても
むできる 臼にほめ首や儀容を必ロ ロできない若し〈は行きる ι 喜とする わない

ヱ哀蚕扉百頭芳正常3毘
0勤務先 ・一般企業 ・就労主健施設 ・そ町絶

0思爾体系 ・障害者屋南 ・ー般獲軍司 ・白書 ・その他

O鈷除去手数{ 会事 ヶ月 o仕事由~li，度(週1:' JlI: (臼}

0ひと月四給与{

O仕事的向容

円程度}

0仕事場での路島主の杭況や意思線通由杭況

予後
(.e.~'記入して〈ださい.)

⑪ 

備 者

上記のとおり、診断します. 日

、3 日常生活能力の程度{設当するもの一つをOで図んでください。}
，Hl常生活能力の程度をoe践する際にI土、状態をもっとも遥切に記
経できる{精狩障害}又1;1:(知的障害}のどちらかを使用してくださ
い.

{精神隠嘗〉
(1)精神穂署(病的体験・猿遺症状・認知徳・性格変化等)を認め

るが、社会生活iま普通にできる.

(2)精持障害を認め、首.3皇内での日常生活は普通にできるが.社
会生活には、緩助が必要である.
{たとえば‘日常的な家事をこなすことはできるが、状況や予闘が主化した
りすると回濯を生じることがゐ'.5.11念行動や自斑的な行動が諸切に由来
ないこともあるa金銭官思はおおむねで吉る場合などー}

(3)精持陣容をおめ、家庭内での単純な日常生活はできるが、時
1:応じて{重助が必要である.
〈たとえば.'U1Il:1~Lた外/Utl'C古石市、家、l'をこ4亡すため I:Wrtlや防専
制球とする.甘会的附入交流は乏しく.自発(!Jな行動tこ1自殺Iλある.
金銭骨理が匝躍な弱音など。1

(4)精神路寄を認め、日常生活における身のまわりのことも、書〈
田援助が必要である.

tたとえば、著しく議涯を欠く行動が見詰けられる.白括的な藷百出合壮
い、あっても捻詰内容が平適切であったF不明践であゆた号する.金銭腎
現ができない場合など.)

(5)緒持障害をillめ、身のまわりのこともほとんどできないため、
常時の獲助が必葵である.
(1):1:えl:f、W.l車内生前!とおいても.食事や身白書わり叩ことを白話的に
するこkができな守、また‘在宅白星拾!こ源院勾rn~1lIには.(.，き勝、'ñ'
.e.~t.1!草}告など.)

{知的障害〉
(1)知的健審を認めるが、社会生活1;1;普通にできる.

(2)知的障害在留め、家庭内での日常生活は普通にできるが‘
社会生活にl主、疑劫古必要であるa

{たとえば.節11ぬ白書宇は臨みmきができ.告訴も怠思の疎通が可f~で品
るが、抽象的仕ことは鰻しい.身辺住認も一人でできるW.泣)

(3)知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時
1:応じて緩肋が必要である。
tたとえば、ご〈簡Iflな読み書きや計算はでき、l!IJ吉などカミあ札1111'梁11
可能であるs具件:((1m"，であれば鹿島問3でき、身辺生活1こついてもおお
む1>-人てできる創立}

(4)知的障害を密め‘臼常生活における身のまわりのことも、事〈
の11劫が必要である，
{たとえば.間単な文宇やlk宇は理解でき、保護(11!X!院であtt.ばI1I能11<
諜は可能でmる.習慣fむしていることであれば認張での指示音羽解L.身
辺空，i~についても部分的にできるも1控}

(5)知的障害を認め、身のまわりのこともほ士んどできない伝め、
常時の担E劫が必要である.
たとえば、文字や款の滋解力的支止んど採点捕Illt.t:手伝いもできな

".主主裁によるIit患の疎通がほとんど平可飽であり.身辺生活由処VJ!b一
人ではで古品、程波)

オ身体所見{神経学的な所昆を含む.)

百康房議蚕f心理テスト{知能階的唱古には‘知能指数.結枠制を富むJ

三争犠1正予二E天函lil商状i見I扇害者自立支豪語記規定する13.iI銅議二
共間生活援助、共同生活介護、在宅介護、その偽健審領批サービス等)

〈精神保健指定震 号)

病院又は診療所の名称 E書療鎚当科名

所 在 地 医師氏名 印
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F : r⑪現症時の日常生活活動能力及び労働能力J欄

障害の程度の認定に当たって重要な意味を持つので、現症時において日常生活がどのような状況

であるのか、またどの程度の労働ができるのか等必ず記載されていること。

G : r⑫予後j構

診断時点において断定できない場合にあっても、『不詳』等と必ず記載されていること。

H: 診断書の作成年月日等の記載漏れがないこと。

《注意事項》

診断書は、精神保健指定医または精神科を標携する臣師により作成されていること。

ただし、てんかん、知的障害、発達障害、認知症及び高次脳機能障害等診療科が多岐に分かれている

疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテサョン科、老年科等を専門とする医師が主治医と

なっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師で

あれば作成できることしている。
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レントゲン

(5) <呼吸器疾患の障害用診断書)(様式第 120号の 5)

(主な傷病名)肺結核、じん肺、気管支端息、、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症

(注)呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺(これに類似するじん肺を含む)

フィルムが必ず添付されていること。

※CD等で保管されている場合は、必要と思われる画像を予め印刷してもらって下さい。

の疾病は、

様式第120号の5国民年金
厚生年金保険
船員保険

(呼吸器疾怠の障害用)

{氏フリガナ名) 昭和
年 月 日生(

平成

住 所 11 !tr'K郵儲号 | 郡市 町区

I I I I 区 村

長
① 障害の原因 ②傷病の発生年月日

昭和
詰酪障で号担

年 月 日 本人の申立て

回
平成 {年耳目)

となった
③①のため初めて医 昭和

ISfi耳目で母耳
傷病名 年 月 日 本人の申立て

師の診療を受けた目 平成 {年月日〉

③ 傷病の原因
|⑤既往症 |文は誘因 初E全年月 日(昭和・平成 z 子 月 日 障 害

⑦傷病が治った(症状が固定して治療 傷病が治っ ている湯合………治った 日 平成 主三 f回3 自信江
主 定

の効果が期待できない状態を含

む。)かどうか。 傷病が治っていない場合...・H ・..症状のよくなる見込 有・生三 ・ 不明

③ 診断書作成医療機関に aちら:1
おける初診詩所見

てだ〈さ 8 で固み
初診年月 日

(足利 ・平成 年 月 E) 

P現在ま吋療の内容期間

回、丹平均 回

'--' 
経過、その他参考となる事項

子

[抗告按化学窓法を行った場合は、 術手術名 (
使用察剤宅車ぴ佳周期間を明記

してくださいJ
E 手商年月日( 年 E 日)

障 書 の 状 態

⑬共返項 目 (この視は、必ず記入してください.)

l 身体針羽 (平成 主 月 日) 3 - 綾訣態区分表 (平成 -= 月 日)

身長 国.体重 ki (該当するものを選んでどれかlつをOで悶んで〈ださいd

2 淘部 X 線所見 (A)
ア 告t主杭で社会活動ができ、制限を丑けることなく.尭対抗と同等にふ

tA 聞} るまえるもの

イ 程度の信組があり、肉体骨肉は制限を受けるが、!l>行、経皆目や座主
I!)腕忠信荷 な L ・謹・中 高

dも
はできるもの 例えI!.f!いま'1人事罰など

(2) S¥ Zi 化なしー軽中高
ウ 宇行や身のまわりのことはできるが.時に少し介助が畳醤なζ ともあ

13) ~ ~ !t な l . 径 中 高
1).軽封筒はでさないが、日中町50%以上lま起居しているもの

(4)不透明簡 なし信中 符 エ 身のまわりのある程庄のことはできるが、しばしば介助が岳~"C"，日
(5)胸部畳形 な L 謹 tt . j'!:j ゅの50%以上は詫底しており、自力では臣外への外出等がほぼ不可詰と
(6)心経躍のE形 止し 謹ー中 高 なったもの

(i)島県防なし軽中ー高 オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必定とし.終日段柑を監いら
晶~年月日 (平尾 年 月 8) 

れー活晶の巨闘がおおむねベッド周辺に駅lられるもの

4 臨 床 所 見 (平成 9平- 月 日現痘) 6 挨 気 後 能 {平卓会手月 日}

11!邑覚症拭 12)他党所見 IJ)防活五¥;呂測 y((VC) rul 

咳 {長 有 ー著 1 白色心所見 {告ー有} (2)予目的活 公 ml ( %前活日)

夜 (呈・有・著} チアノーゼ (告・有} (3) 智力性節前 il(FVC) n、l
胸商{望有苦} 1;1"ち 掠指(最 有} (4) 1 砂 f，"， IFEVI.O) 
呼唖困冨 需w状思(良 中・不良) (5)努力性肺活泣l秒串 IFEV1%) 14)/13)xl∞ 
安静考(呈有 晋} ラ 音 {有・ー昌 広語圏} (6) 予司~，話量 l 砂半 (4)/(2)xl∞ 
体J"ti寺{長右著} 民 !fl盈{

問問[告有著} 7 動脈血ガス分析 [半丘 草 月 日}

11)陵中吸入を 位行している 位行Lていない

在宅殴古吸入ではない

(どの鋭な古法ですか

イF宅磁器吸入である

5 活動能力(呼吸不全)の程度 は当するものを躍んでど川・門会Oで磁んで〈だお叶
平成年月 日開飴

信行時間.)( 昨日:J/8 . 'Ï~.時)
i J.q年前町提出入と日銀に歩行、段聞の昇降ができる.

員左京電i入{It //分ii ア p.r段を人盗みの溶きで畳れないが、 ゆっくりなら畳れる。

イ 陪段をゆっ <1)でも畳れないが、車中休み休みなら畳れる@ (2)劫殴臥Iiス升宥値

ウ 人並みの連きで歩〈と息苦し〈なるが、ゅ。〈りなら歩ける@ ① 到底曲民政;li骨).f ) Torr 

エ ゆっ〈りでも脅し歩〈と且切れがする。 (l)f!日血民政フゲス分圧 ) Torr 
オ 息苦し〈て身のまわりのこともできない.

@動脈血 E!!

(芭)怠器寝入中の母音1:、検査僅を( )に記入して〈ださい.

8 その他の所見

書断三ε、
日ク⑨ 

囚

(
お
原
い
)
鐙
床
所
見
呈
一
句
は
、
診
同
居
住
誌
に
基
づ
い
て
わ
か
る
範
包
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

回

回

「一一一I本人の隠さの程度亙ぴ状震に持関係な拐には記入する必要はありません，(無関係主認は、 t~1ilにより京橋してくださいJ

I E I 
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A : r氏名j、「生年月自j及び「性別及び住所』欄

年金請求書の記載と一致していること。

B : r①~⑨j欄

記載事項(障害の原因となった傷病名、初めて医師の診療を受けた日等)は、障害の状態に係る

診断記録とともに、年金の審査における不可欠な事項であるので、記載洩れがないこと。

また、診断書の様式は、傷病名及び障害が現れている部位・状態からみて合致していると考えら

れること。

④欄に傷病名が記載されているときは、同欄に当該傷病の初診年月日が記載されていること。

C : r②~③j欄

「本人申立てJ ~こO印が付されている場合は、( )にその申立て年月日が必ず記載されているこ

よL

* 本人の申立てが、診断書作成医療機関の初診時間診で確認できるのか、それとも診断書を持参し

たときの申立てなのかを判断するために必要です。

D : r障害の状態(平成年 月 E現症)J (赤字で印刷)棟

・ 現症年月日は、いつの時点、の障害の状態であるのか判断するうえで、重要な事項ですので、記載

洩れがないようお願いします。

「⑮共通項目j構は、呼吸器疾患の必須項目なので、呼吸不全の状態がない場合でも必ず記載さ

れていること。

動脈血ガス分析値は安静状態の計測値であり、酸素吸入施行中の値である時は、酸素吸入量が付

記されていること。

在宅酸素療法を施行している場合は、その開始日、施行時間、酸素吸入量が明記されていること。

E:無関係な欄

本人の障害の程度及び状態に無関係な欄は全て斜線により抹消してください。

(空欄のままとなっていることが多いので漏れが無いようにお願いします。)

* 揮害の程度及び状態に関係、あるが未計測の欄には、その旨を記載してもらって下さい。
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回

囚

日

日
⑪ 肺 結 4毒症 ( 平 成 年 月 日現症)

1 胸部 X線所見 (B) 2 結 核菌検査成績

{現在陰性のときはその旨と量持居住時期を書記してください.)

検査封軒[たん、様車粘龍、主管支決滋龍、回車、穿尉泡)

塗抹 港ヨE
昭和・平底 孝 I! 8.+ (ff7キー 号ー+( コロニー)

昭和。平車 年 月 日 ー+ (ffフキー 号ー+ ( コロニー)

初訪時 (昭和 ・平怠 年 耳 目)

3も
組

荊

L

X
底

入

の

轄

記

国

本

を

い

1
y

A

日

類

菩

〈

町

内

分

だ

頁

見

合

〈

前

所

苧

て
{結構の拍fl1指針の安静度表によって記入して〈ださい.)

l度 2皮 3度 4度 5度 6度 7& 度 集前阻

4 その他の所見

3 安 静 皮

f病 由右左荷
日本結稜病 l

{病巣の拡がり 2 3 
写会骨頚 l

t病型 I n m 11' v 

右 左 両

1 2 3 

I n m 11' v 
{錯檀予防法による岳費負担!!Il適用の有祭 有 ・ 告 }

⑫ じ ん 防 (平成年月 日浸症)

1 じん防法 X 線写真区分 (1 2 3 4 ) 

2 じん姉管理区分 (1  2 イ・ロ 4 ) 

⑬気管 支噌息 {平成 年 月 日現症)

1 時間の経過と症状 12 ピ ーク フロー値 (PEFR)
(j)培息症読の悶に輯宣状の期聞がある.

(2) 持続する崎諸島産抹のために揖室状の期間がない.

最近 (1テ月程度の期間)の

全宣豊一一一 tlfI-.室長皇一一一-1!.盆.笠笠主主一一---y..盆
(但し慢性安定期であることを前提とし、量作時の底績は除<>

3 発作の強度 1 4 発作の顔皮 16 台 鋭

(1)大吾作:苦し〈て動けなく、会話も園建 I (t) 1週に 5日且上 |治磁で似Hしている耳目剤にO印をつけて〈ださい.

(2) 9尭作:苦し〈て慣になれな〈司会話も苦しい I(2) 1週に 3 - 4日 |①眠入ステロイド磁{有・揖):使用{t(低用ilt・中!H盃.tr，JfJhl) 
(3) 小量作 :昔しいが横じなれる、金醤はほ日普通 1(3) 1還に 1 - 2日 |①その他の草剤(併用している}

(4) その他①晴笥司み ①皐ぐと苦l..' Iω その抱 | ・長時間作用性F創世襲・ロイコトリエン畳容体詰抗議 テ打イリン誌肱抑j

@急いでも苦し〈ない I .抗I.E抗体 ・経ロステロイド聾 ・その抱

指剤投与の方法

5 入院・救急室受診歴
(1)プレドニゾロンを 18に10m.相当tl上をili!Hしている，

(2)プレドニゾロンを1日にh沼相当以上と吸入ステロイドを600μ.1:1.上を迫用Lている。

(3)ステロイド荷を経口又li注射で、月 l回以上投年しているパ月平均 回)

(4)吸入ステロイドを 1日4∞μg以上を迫1Rl.ている.

(5)量作時のみ経ロステロイドを併用する.

(6)気管支依裂誌のみでコントロールしている.

(t)入院歴 布祭

{過去2年間に暗息のために入院した掛合は、その期間を記入}

(2)救急室畳SE> 有 舞

(6ヶ月以内に受話した場合は、記入) 7 喫煙歴

殴ったことがない

やめた:1日本x( 年Ir，
吸う:1日本x( 年1'1

⑬ 
その他の障害文は

症状の所見等

{平足 竿 ~ e現在}

⑬ 
規定時の日常生，言活

動能力及び労働箆カ

(必ず記入して下さい)

⑬ 
予 後

[必ず記入して下さい}

⑫ 

備 考

上 記 の と お り 、 診 断 し ま す 。

病院又は診療所の名称

所 在地

平成年月日

診療担当科名

医師氏名 印
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F : r⑪~⑭J欄は、傷病に応じて必要な所見、検査結果の数値が記載されていること。

G : r⑮現症時の日常生活活動能力及び労働能力j横

障害の程度の認、定に当たって重要な意味を持つので、現症時において日常生活がどのような状況

であるのか、またどの程度の労働ができるのか等必ず記載されていること。

H : r⑮予後J欄

診断時点において断定できない場合にあっても、『不詳』等と必ず記載されていること。

診断書の作成年月日等の記載漏れがないこと。
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(6) <循環器疾患の障害用診断書)(様式第 120号の 6-(1)) 

〈心 疾患〉

(主な傷病名)慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁

閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞

(高血圧〉

(主な傷病名)悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除く)

様式第120号の 6-(1) 

(循環器疾患の障害用)
国民年金
厚生年金保険
船員保険

書

Yリガヨ 昭平和成年月日創設)||男 ・ 女

住 所己L一二所一地の郵便番号 郡市 町区

1 1 1 H 1 1 1 1 区村

11:1宮ーの原図 ②傷病の発生年月日 平昭和成 年 月 日 B本6人録ので申a立aて Z 1 目。3 e偲tで担担a 
となった 回 {年月日
傷病名 ③①のため初めて医昭和 :tlll.llでI!'::f

師の診療を受けた日平成 年 月 日{本人年の月申立てa 

@傷病の原因 |⑤既存 |⑥ 再 | ; 

又は誘因初診年月 日(昭和・平成 年 月 日)1障害 l 既往""1 
⑦ 匠耳
}似請が治った{症状が固定して治療俗病が治っている場合… 治った日平成 年 月 日 推定

の効来が期待できない状態を含

む。)かどうか。 傷翁が治っていない場合・・ ・・症状のよくなる見込 有 ・ 無 ・ 不明

③診断3作成医療機関に

おける初診時所見

初診年月日

(ヨ羽・平昌 三手 1; El 囲み

⑦ 診縦回数 |年目i 阻.月平均 回 ': 
}現在までの治療の内 手

容、期間、経過、その 術手術名 一
他参考となる事項 EZ手荷年月日( 年 月 日}

⑧計 図 身長| ∞1.. ..， I 血 | 般 大 凶 gl降圧軍服用

[平卓 年 月 日計測) 1体孟| 均|脈拍 | 回/分|圧|最小 田 Hg! 告・有

障 害の状態

⑪ 循 環 鶴 疾患 (手段 年 F.i SZE窓)

1 臨床所見 2 一般状態区分表 (芋tJ.. 年 f: E) 
(誌当するものを選んでどれかーつをGで囲んでくださいJ

(1) n立症状 (!) fl!.!詰所見 7 !!I信状で社会i!iiM'でき、制皿金量けるニとなし発病前と同格に，、るまえるもの p 

動 惇 (鳥・省材} チアノーゼ {長ー街 若} イ 世庄の症状があり、肉体多lElI開院を畳けるが.歩行、怪奇由ゃ&1;はできるも町 Z 
呼妥園理 {祭有者} 浮 魁 {舞・街務} 伺えば・縫い家，~， 事窃など L 
且切れ {祭・.f1'・苦l\1;~!最!1.!i< (録・~j) ウ 歩行や4訟のまわりのことはできるが.時に少し介助が，/:，11なこともあり、世51由は 、
前 向 { 告ぜf・'め I!ち杭指 ( ~き{{) できないが、日中の却%以上は怨院しているも町 2 

喧 {鰻荷・貌長悦減少 (祭 '~j ) エ仰まわりのある世出のことはできるが、しばしば介助制軒、口抑制以上 3
時 (舞・荷・苦} 呂町鈎註n (鋳・有} は且床しており.自力では臣外への外出守)::"'"引き不可告となったも町 三

失 神 (舞キf) (Levine_ 一一一室} オ 身のまわりのこともできず・常に介助をZ、妥とし.終日誼庇を強いられ"苦拍の筏 6 
固がおj回むねベフド同iIH : ~! られるもの

3 検査所見

(1)心坦図祷見 1')勘冨且ガス分析盟 {平成 年 11 8) 

[心電図罰見のあるもの比必ず心電図{コピー}を添付してくださいJ 砧尽血 O 分圧 T2!!: I ~ 
動E正血co，分圧 T。π 再， 

① 安，itfH.・'U目 (~~ ~ .:; =: 月日 11.
4・~世間外収結 (，繁 ー キ11 完全日室プロック {集 有} い} 心カテーテル検査 〈平成 Jp: R 8) 

，- 左主鉱山中 ~ 
.c..;，J担t'i 組狗 (器 有 MobitzDM1A主プロック{経 {j) 障害認定に 冠助隊れん拍J;尭且輯〈然 有)(脂性陪住}
完全&日プロ刊(待 イj) 凹 mV以上叩世 下{爆 者'j)! ~ ~ I nSDo:n^，fJ~nA:t1t ~.I!I . 1-J J ~ hHt. ~ j I '=.: 

院そ旧の性他心t筋世辞 (祭 } 布} 毘い陰性Ti全(信 有 mV)) 品畏思れわとて記t 所 見 z 

① ft~奇心世田 {集 前平成 年 月 B) て< I (51心エコー樟茸 (平成 年 月 日 1'(
{陰性民硲性弘司主} )IE'Ts ださ 左主拡E間世 田 左ど足早諸問桂 巳

守る苛い 左露軍出事 EF 判 ‘ 
③ ホルター心世間{禁 ・布} 押 底 年 月 日 E • 所 見 J 

{所見 } 

......... I I ， 
1'1民$X埠舟見 {干e: $ S) 

心駒郡品世{ 科 1161 白漉倹11 平底 年 月 日}

師「JIRうっ血(祭 訂 ・ 著} BIPi11(gE性ナトリウム利保ペプチド pg/mL

4 その他の所見 {平虚 年 月 日)

断芸人

民ク⑮ 

(お
烹
い
)
霞
床
Y
M
E
九
三・
は
、
診
夜
祭
に
宇
一世づ

い
て
わ
か
る
当
「一旦
で
三
五
し
て
く
だ
さ
い

囚

回

回

r I  示人の号害の廷言及び択:;{こ生支俣主f" ニは三入する~~~ !t畠リ ません I (~吉良~なt: !;. t~銭によリ宗討して〈ださ

1 E 1 
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A : r氏名J、『生年月 BJ及び『性別及び住所j欄

・ 年金請求書の記載と一致していること。

B : r①~⑨j欄

記載事項(障害の原因となった傷病名、初めて軍師の診療を受けた日等)は、捧害の状態に係る診

断記録とともに、年金の審査における不可欠な事項であるので、記載洩れがないこと。また、診断書

の様式は、傷病名及び障害が現れている部位・状態からみて合致していると考えられること。

④欄に傷病名が記載されているときは、同欄に当該傷病の初診年月日が記載されていること。

C : r②~③j欄

「本人申立てj にO印が付されている場合は、( )にその申立て年月日が必ず記載されているこ

よ1L-
* 本人の申立てが、診断書作成医療機関の初診時間診で確認できるのか、それとも診断書を持参した

ときの申立てなのかを判断するために必要です。

o : r障害の状態(平成年月 日現症)J (赤字で印制)欄

・ 現症年月日は、いつの時点の障害の状態であるのか判断するうえで、重要な事項ですので、記載洩

れがないようお願いします。

「⑮計測J及び「⑪循環器疾患j欄は、必ず記載されていること。

なお、⑪欄の r1 臨床所見J、r2 一般状態区分表j及び r3 検査所見jについては、必要と

思われる項目について記載されていること。検査所見の各測定年月日は、現症日に近いものであるこ

と。

心疾患は心電図のコピーを添付してください。また、診断書にある心カテーテル検査等については、

患者への身体的負担が大きい検査は必須ではなく、過去に行った当該検査結果の参考記載でも良いこ

ととなっております。

心臓ベースメーカー、植込み型除細動器 (1CD)、人工弁、人工血管、心臓移植、人工JL'臓、 C

RT  (心臓再開期医療機器)及びCRT-D (除細動器付き心臓再同期医療機器) (以下、心臓ペー

スメーカ一等という)を装着・施術した場合は、⑪欄の r1 臨床所見j、r2 一般状態区分表J及

び r3 検査所見Jについては、心臓ベースメーカー等を装着・施術した日以後の現症が記載されて

いること。

(注)心臓ベースメーカー等を装着・施術した場合は、装着目・施術日がその原因(要因)となった

傷病の初診日から 1年6月を経過する前であっても、心臓ペースメーカ一等の装着・施術の日を

もって障害認、定日とする取扱いとなっていること。

* 人工弁(弁置換術)には、機械弁・生体弁・ホモグラフトの 3種があります。

なお、弁形成術に使用する人工弁輸は人工弁ではないため、上記の取り扱いには該当しません。

E:無関係な欄

本人の障害の程度及び状態に無関係な欄は全て斜線により抹消してください。

(空欄のままとなっていることが多いので漏れが無いようにお願いします。)

* 捧害の程度及び状態に関係あるが未計測の欄には、その旨を記載してもらって下さい。
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回

回
目

日

隠 害 の 状 怒

⑫疾患別 府見 (平成 年 月 日現症) (該当する疾患について記入して〈ださい。)

1 '1、髭阪

(1)銭治性不整脈 構 ギ (平底年月 目)

(2)ベ』スメaーカー拾桜 無 有 (平成年 月 日}

(')抱込み霊除紹勤器 ([CO) 無 有 {平成年 月 日}

{叫その他{

2 先天性心疾患・弁疾患

(1)先天性心疾思の騒音

症状町出現時期 {昭拘・平成 年 月 日}

小・中学生時代の体育の授業 普通にできた 参観していた

(2)弁疾患の場合

原因疾思

提病時期 {昭拘・平底 年 月 日)

( ， ) 人 工 # 罰 謀 術 量 有 (手術名 ) (平成年月 日)

l叫その他の手術 無 有 (手術名 ) (平成年月 日}

(.)その他{

3 虚 血性心疾患

(1)梗塞後狭心症 鱈 宥

(2)心室性期外収縮 檀 宥(Lown 度}

(3)インターベンション 禁 有 初 回平車年月 日}、 ~t 回、手技(

(.) ACパイパス街 喜善 右初回(平底年月 目)

(')再銃穆 蛙 有 (平底年月 日}

(.)その他の手術 無 布 (手術名 ) (平車 年 月 日}

(7)その他(

4 高血 圧症

(1)本態性高血圧症 ・ニ主性向血圧症(商名 (')後釜底釘

(3)一過性医虚血発作の既往 無 宥年以内・ 1年以上前{ 年 月頃} 血圧剖定年月日 最大血圧 最小血圧 持匡祭殿用

(，)眼底検査所見 (平成 年 月 日}

KW • Scheic • その他( 法)

(')その他町合酔症(大E由民層建、大動脈倍、車精勤穏閉塞など)

無有 {椀名:

{叫血清クレアチエン濠皮 mg/dl 

5 その他の循環器疾患

(1)手術 無 有 (手術名

閉その他(

⑬現室時の日常生活孟

動能力亙ぴ労働箆カ

(必ずE入して下さい)

⑬予 後

[必ず記入しτ下さい)

⑬傍 考

上記のとおり、診断します。 平成

病院又は診療所の名称

所 在 地

年

.34・

祭・有

祭 ・有

無・宥

尿蛋自の有望( ー ・ 2 ・ + ・ ++ ) 

月 日

診療担当科名

医師氏名

(平底年月 日}

En 



F : r⑫樟害の状態(平成年月 日現症)J (赤字で却制)欄

現症年月日は、いつの時点の障害の状態であるのか判断するうえで、重要な事項ですので、記載洩

れがないようお願いします。

G : r⑬現症碍のE常生活活動能力及び労働能力J欄

障害の程度の認定に当たって重要な意味を持つので、現症時において日常生活がどのような状況で

あるのか、またどの程度の労働ができるのか等必ず記載されていること。

H : r⑩予後j欄

診断時点において断定できない場合にあっても、『不詳』等と必ず記載されていること。

診断書の作成年月日等の記載漏れがないこと o
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(7) <腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用診断書)(様式第 120号の 6-(2)) 

〈腎疾患)

(主な傷病名)慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全

(肝疾患〉

(主な傷病名)肝硬変、多発性肝腫蕩、肝癌

〈糖尿病疾患)

(主な傷病名)糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症糖尿病

書(FPZの障害r第120号 … )
国民年金
厚生年金保険
船員保険

断

[氏フリガナ名} 昭和
年 月 日生(

平成

住 |寸住T所Y地の鼻T置昏号 | 郡市 町 区

所 II I 区 村

① 蹄筈の原因 ③傷病の発生年月日
昭和

議総IJ.でw;:

長囚
平 成

年 月 日 本人のゆ立て
{年月[J

となった
③①のため初めて医

;tIl<Uで徳Z
俗病名 昭和

年 月 日 本人のfj1JT.て
釘の診療を受けた日 平 成 ( 'F I! B 

@傷病の原因 J③ 既 存 |⑥ 症|
又は誘因初E量年月 日(昭和 ・平成年月 日 際 筈 既往

①昔話 淀 z病が治った{症状が固定して治療傷病が拾っている場合・H ・H ・ー拾った日平底 年 月 日 緯定

の効果が期待できない状態を合

む。)かどうか. 傷病が治っていない場合・H ・H ・..症状のよくなる見込 有 ・ 無 ・ 不明

③診断書作成医療機関に

おける初診時所見

初診年月日
O でM みを

‘沼和ー平丘 年 月 日1

@現 話器回世 |年岡田.月平均回
在までの治僚の内 手

容、期間、経過、その 持t手荷名
」ーーーーー

他参考となる事項 歴手術竿月日{ 年月日}

⑪ 2十 潤 身長| mmH.¥ 臨塁間

t平成 年 n "'岡}体 m¥ 回/~ \ !E ¥最小 mmHg 吾. ;(i 

⑪ ー 鐙状鼠区分表 (平成 年 月 B) (読当するもの金量んでどれ治』つをOで宿んでください.1

ア 信産拭で社会信蹄ができ、制限を畳けることなし発病耐と同等にふるまえるもの

イ 佳境町盆主えがあり、肉体封筒は制阻を畳けるが、歩行、陸封曲や座書はできるもの 問えば.佳い草ψ，，~書など

ウ 歩行や』干のまわりのことはで畠るが、時に少し介助方、岳甚なこともあり、軽費由はできないが‘ 日中町50%以上は起居しているもの

エ 身のまわり司ある程度のことはできる机t..lZt..ば介助が皇暑で、日中町田%以上は覧席して必札自力では匝舛への外出等抑制問、可能となったもの

オ tIのまわりのこともできず、宮に介助をZ喪とし‘軒日程床を設いられ.活助の範囲がおおむねベッド周辺に匝られるもの

筒 害 の 状 懲 主

~ 

⑫腎 疾 窓 (平成 E 芋 月 日現症) (悦f，j毒棚事項田を記t入地し酬て〈だを合さい併す，る例で1I・師街{仰の飼にも) l' 

1 臨 床 所見 (，)佑党所見 (3)検査庇叡
{記入上のill'!.を参.'m 耳主主

川自立fli.紋 拝 恒{告・有・帯}

よメごJ悪む {摂・事・苦) 立昌 障 害 ( 薫・有・帯)

仁q11 : 宜武不鎮 {長 ・有・苫} 原毒症産拡 (!聖・宥・若)

頭錨 {祭ー有・苦1 アチドージス (揖・宥・帯} !;!!民自一日誌 g〆自

!t 血{信・宥・著) 車鶴自

腎不全に基づく 符経症状{無・ 有) |伝 叫
s[ 

消化器産杭(畢，有)
尿詑疏 |白血球

λ 
担力障害{揮・有}

|円往

這

2 '~.f 生検 鮭 ・有 験先年月日(平成 li' 月 日} 荷台己主主敏 ><IO'/pl 方
主

所見〔 ヘモグロピン最良 g.iit L 

3 人工逃軒続法
ヘマトタリ γ ト e多 よ

コ
(I) 人工遥軒依佳の完結の有鼎 最 有 (CAPD、血車道軒)

白色去三猿 1，. 

(，) 人工透折聞詰目 {平成 年 月 日}
0，)、筆致 XIO'I.ut 

同 人工珪4奇異位技自己 回世 ・ 回/沼‘ l回 時間
自meS!iS .... λ 

し
川 人工珪折導入佐町臨床経過

bl"アルブミン 協'" て
詑コレステロール 時...

く

(5)長期通軒による告酔症 昆 右(その所見 ) I ~滋家事;~ {B川甲... た
さ

白日Fレ7fニ〉量産 """. L 
内81!7シ7ヂニぷ '~;7Ì'ス ../~ 

mf.血 ph

4 その他の所見 {腎民事笹摘を行っているとき1:、その実施日を記入してくださいJ

ミ止、
日ク@ 

囚

(
お
震
い
)
醤
床
所
晃
豆
一
一
し
"
は
、
診
療
眠
時
に
芸
て
つ
い
て
わ
か
る
範
囲
で
記
入
し
て
く
た
さ
い
。

回

回

本人的iV吾の程度亙び怯尽に祭関係主掴に{:記入する必要はありません.(l"関係主績は、斜認により妹消して〈ださいJ
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A : r氏名j、『生年月日J及び『性別及び住所j欄

年金請求書の記載と一致していること。

B : r①~⑨j欄

記載事項(障害の原因となった傷病名、初めて医師の診療を受けた日等)は、樟害の状態に係る

診断記録とともに、年金の審査における不可欠な事項であるので、記載洩れがないこと。

また、診断書の様式は、傷病名及び障害が現れている部位・状態からみて合致していると考えら

れること。

- ④欄に傷病名が記載されているときは、同欄に当該傷病の初診年月日が記載されていること。

C : r②~③j欄

f本人申立てJにO印が付されている場合は、( )にその申立て年月日が必ず記載されている

三よL

* 本人の申立てが、診断書作成医療機関の初診時間診で確認できるのか、それとも診断書を持参し

たときの申立てなのかを判断するために必要です。

D : r障害の状態(平成年月 日現症)J (赤字で印刷)J構

現症年月日は、いつの時点の障害の状態であるのか判断するうえで、重要な事項ですので、記載

洩れがないようお願いします。

〈腎疾患〉

「⑩計測J、「⑪一般状態区分表j及び「⑫腎疾患j欄は、必ず記載されていること。

(注)人工透析療法施行中の場合は、その原因(要因)となった傷病の初診Eから 1年6月を経過

する前に、人工透析療法を初めて受けた日から起算して 3月を経過した日が到来した場合は、

その到来日をもって障害認定日とする取扱いとなっていること。

この場合、検査成績等は、人工透析療法後の数値等が記載されていること。

〈肝疾患〉

「⑬計測J及び「⑪一般状態区分表J欄は、必ず記載されていること。

〈糖尿病疾患〉

「⑩計測j及び「⑪一般状態区分表j欄は、必ず記載されていること

E:無関係な欄

本人の障害の程度及び状態に無関係な横は全て斜線により抹消してください。

(空欄のままとなっていることが多いので漏れが無いようにお願いします。)

* 障害の程度及び状態に関係あるが未計測の欄には、その旨を記載してもらって下さい。
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回
回

回

回
目

囚

障 容 (J) 状 態

⑬肝疾息 (平成 年 月 日現症)
(結尿病又は問障害を合併する例では・結尿病(@)、)

腎疾患{⑫)の伺にも必要'1'項を記入してください.

1 臨床所見 (2)他党所見 (，)検査成釘 f記入上の註宜を書里}

(1)自覚症扶 於 痘(告・有 ・若〉

設工会と日
施設

悪 心{無・有・若) 浮 盟(禁 ・有・若) 基単位

食欲不~ (島・有・箸} 腹壁静尿拡強(長・宥・著) GOT (AST) 

かゆみ(蕪・宥 ・若} 肝妥結(揖 ー有・若) GPT (ALT) 

全身倦宜 (揖・有・者〕 枠組大{揖・右・若) 7 -GTP 

発 熱{暑・有・箸} 臨 ホ{揖・荷・著) 詑ピリルピン mgl4I 

:!~色使{量・有・署} 意誌障害{蕪・宥ー若) ，、LP(T，坤ll7tJ.1γト的

肝性日産(蕪・有ー{ 度)) 血荷量誕自 :z/4I 

出血傾向(掃ー布若) 血間アルブミン :z/ct 

2 Child・.Pughによるgrade A/Gl乞

A 5-6 B 7-9 C 10以上 ZTT 

τ寸T

3 食道静脈癒 血小観世 XIO'/jlt 

(1)缶 ー有(内観鏡による、 X線造形による、その他( )) へパプラスチン値

(，)吐血.下血の既往E プ叫ロンピン| 同

告ー有( 回) 時間|語長秒

(，)内視鏡記報基準(該当するものにOをつけてくださいd CHE(刊同ステラーゼ〕

L(s.m， i). F(O. 1， 2， 3)， C(w， b). RC(ー，+)、 Lg(梧有) 量コレステロール 血vct

(，)拾謀説況 血中アンモニア

告 ・ 右 硬化事法( 回) AFP 

その他の掠法{手技 回) PIVKA-2 

4 へパ トマ治療歴 揖・有 5 肝生検 告・布 検査年月日(平成 年 月 日}
-手術 回 -エタノール局佳 回

所見 〔-劫原m;栓術 回 -ラジオ渡，マイクロ波治拡E 回

6 治療の内容 7 その他の所見

(1)和I 尿 fjlJ (揖有) 0)肝事組(輯 ・宥経過( )) 

(2)特掠アミノ政製剤 (揖有) (2)その他{超音波 ーCT検査等) (平成 年 月 日)

(，)血 小叡給血 (揖・有)

(.)アルブミン・血絞製剤 (告・有)

(5)そ の !i!! ) 付イル異性胃AI:ついては‘ F主政誌のずi!lとその院民劫".およV官官の有1<.置昌について 0'"λLて〈だ品、1

⑬繕 尿 病 (平成 年 月 日夜定) (野合併症を認める例では、腎疾患(⑫〉の欄に必要~jJ項を記入して く だきい。)

1 病 型 (いずれかの病型にOを付して〈ださい.) 3 治療状況

(1) 1 型結尿荊 (2) 2 型転尿揖 (1)食事出法のみ (2) 経口器尿商蕗による

(3)その他 の型(南名 (3) インスリンによる{ -単位/目 回/ 臼)

2 へそグロビンAlc及ひ'空腹時血縫健の推移{記入よの盆立令参照]

|続~と笠白 後担丞琢鉱| ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | 4 合併症

IH~1C (，，) 斗 1 」 (1)眼合併症 〈平成 年 月 日}

211l'事血E包 ("""dI) 、-、 楳iJl 矯正

ア視力(右)
5 その他の所見 (左]

イ 眼底所見

(，)神経限苫 〈症技・検査所見}

⑬そ の他の代謝疾患 (平成 年 月 日現痘)

{自覚症杭・他党所見・投査成旬等)

⑬現主持の日常生面沼

動能力車ぴ労働能力

(必ず記入して下さい)

⑫予 後

{必ず記入して下さい;

⑬備 考

上 記のとおり、診断します。

病院又は診療所の名称

平成年月日

診療担当科名

医師氏名 印所 在 地

.38・



F : (肝疾患〉

「⑬肝疾患J欄は、必ず記載されていること。

G : r障害の状態(平成年 月 日現症)J (赤字で印痢)j構

現症年月日は、いつの時点の障害の状態であるのか判断するうえで、重要な事項ですので、記載

洩れがないようお願いします。

H : (糖原病疾患〉

f⑭糖尿病J欄は、必ず記載されていること

1 : r⑩現症時の日常生活活動能力及び労働能力』欄

障害の程度の認定に当たって重要な意味を持つので、現症時において日常生活がどのような状況

であるのか、またどの程度の労働ができるのか等必ず記載されていること。

J : r⑪予後j欄

診断時点において断定できない場合にあっても、『不詳』等と必ず記載されていること。

K:診断書の作成年月自等の記載漏れがないこと。

.39. 



様式第120号の7

(8) (血液 ・造血器その他の障害用診断書)(様式第 120号の 7)

(主な傷病名)

-再生不良性貧血骨髄性白血病

・直腸腫蕩 勝脱腫蕩

・ヒト免疫不全ウイノレス感染症 ・その続発症

国民年金
厚生年金保険
船員保険
共済年金

伊-f血君の同童
回断ニヘ

日夕⑫ 

;fill長

回|じ~

女日生(

月

月

躍 z
鎗定

日

|昭和
平成

町区
村

|② |昭和回 傷病の姓年月日 平成

|③①のため初めて医|昭和
師の診療を受けた日 平成

@傷病の原因⑤既存 I @_，，~~ I1 _ ，1 ~:::-:: I 既定主症|
又は誘因 |初診年月日(昭和・平成 年 月 日)1 障害 1-~~ I 

①弘繍が治った(症状が固定して治療|傷病が治っている場合 ・治った日平成 年 月

の効果が期待できない状態を含ト

む。)カどうか。 1傷病が治っていない場合・ー……症状のよくなる見込

月年
'7リガナ}

氏 名

囚
年

郡市

区所司ザ芹け
①障害の原因

となった

句読名

住

回
年

不明持有

回‘月平均ゆ窓回数年間

同斗
M苦手術名(

|歴手僻制

③診断書作成医療夜間に

おける初診時所見

初診年月日

(雪和・手設 年

(91 
)現在までの治療の内

容、期間、経過、その

他の参考となる事項

日}R 

⑩ 現在の症状、その他

参考となる事項

1 _ _ 1 漢車 川 |右! 河1.-.1右眼視思焔叫
。 1 身長体削壬士一一一司握力ト一一一一一一-~::j 担力トー+ー← 一一一十一汁一一一一

| cml 陣取時 叫 凶 kgl--.. 1:左眼視践 l"'iEl
計測:.. . . .，.:..........._...1

咽 _1 |耽レベ川制問明暗EIIil対 mml匂

伊車 年 耳目円|鈍 nl I~:: I 右耳 dB! 目|血圧トー斗 ーー
l劃 定JI 斑陪 | ↑i---ii'j"'---'------di3f'-一刻 同，]'1 mmlIg 

⑫ 一 銭校建 区 分表 (平成 年 月 日)附するもの叫んでどれかーつを町商んでくださいd ls 
ア 無産状で社会活動ができ、制限を畳けることなし尭商前と同等にふるまえるもの |馬

イ 程度町寵状があり、肉体労働は制肢を畳ける判明、軽苛曲帽章はできるもの 例えば、軽い制<.1J喝など !と
ウ 宇tr守身のまわりのこkはできるが.時に少し介助が岳長なこともあり、珪労働はできないが、日中の開拓以上は起居しているもの I ~ 

エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が是要で、日中の田%以上は拭床しており、自力で11!il外への舛出等が日ほ不可能となったもの |文

オ 抑ま州のこともできず、官に介助を必要とし、終日献を強いられ、活劫の範囲がおおむねベフト周辺に限られるもの l字
tの

障害 の 状態 |お

11ま
日現症)

I 2 血液検盗成鎖隅年月 日 ま

的末柄血紋 付)骨 盤 l完
赤 血 球 x万1"1 有核細胞 ×万1"11が

ヘモグロビン設度 g/dl g 桜 球 1"1 1な
ヘマ トクリッ ト % 赤 茅 球 %1い
白血球 M 顎 粧 味 %I<t 
額 投 球 1"1 リンパ球 %I.~ 
単 球 % 病的細胞 込 1!、

11a 
リ ンパ球 1"1 fA世涼(GIと罪深球(EIとの比(GIEI I":I 
病的組抱 払 |し
血 小 板 ×万1"1 ウ)出血傾向 lて
調赤血稼数 払 出血時間(法)分I< 
血前総量白 gldt A P T T(基準直秒) 秒|だ

12 

[エその他 I CRP 同盟~ LDH I脳 陣 位|樟錨 p.: | I cun 1 
その他の所見

⑬血液・造血髭

1 臨床所見

(7)自覚症状

痘労感

動停

J息 切 れ

岳然

関節症状

晶感染性

[イ)他党所晃

リンパ節監践 (祭・有・著)

出血傾向 (信・有・若 )

需 宜 (祭 有 ー 苦 }

肝 陸 (!圭・宥・苦)

砕 ~祭・有 ・ 著)

3 給血の回数及ぴ総 E

回 計

(平成年月日~平成年月

4 旋閉因子製剤給訟の回数及ぴ量

回計

(平車年月 日~平成

5 造血幹細胞移植

長 有(平底年月日)

経過

本人の/:: :;;の量産五ぴ扶~に祭詩係なおには記入する必要はあり ません ， (祭関係な!:;]I;i:.!ヰ綜によザ抹消してくださι'.1

日)月年

月

{告・有若)

(娃・有・事)

(無・有 ，若)

(最ー有・苦)

(最・有・若)

(摂有 ー苦)

年(平成

(お
原
い
)
臨
床
所
見
等
は
‘
診
療
祭
に
基
づ
い
て
わ
か
る
箆
留
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

回

目
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A : r氏名J、『生年月日J及び f性別及び住所J欄

年金請求書の記載と一致していること。

B : r①~⑩』欄

記載事項(障害の原因となった傷病名、初めて医師の診療を受けた日等)は、障害の状態に係る

診断記録とともに、年金の審査における不可欠な事項であるので、記載洩れがないこと。

また、診断書の様式は、傷病名及び樟害が現れている部位・状態からみて合致していると考えら

れること。

C : r②~③j欄

f本人申立てJにO印が付されている場合は、( )にその申立て年月日が必ず記載されている

こと。

* 本人の申立てが、診断書作成医療機関の初診時間診で確認できるのか、それとも診断書を持参し

たときの申立てなのかを判断するために必要です。

D : r⑪計測j 及び『⑫一般状態区分表j欄

必ず記載されていること。

E : r障害の状態(平成年 月 E現症)J (赤字で郎尉)J欄

現症年月日は、いつの時点の障害の状態であるのか判断するうえで、重要な事項ですので、記載

洩れがないようお願いします。

(主な傷病名)再生不良性貧血骨髄性白血病

「⑬血液・造車器J欄は、必ず記載されていること。

F:無関係な楠

本人の樟害の程度及び状態に無関係な欄は金支斜線により抹消してください。

(空欄のままとなっていることが多いので漏れが無いようにお願いします。)

* 障害の程度及び状諒に関係あるが未計測の欄には、その旨を記載してもらって下さい。
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回

回

回

目

⑪ 免疫穫祭障害 (平成 a守= 月 日要痘)

1 積揖成副 2.身体症状等

ド~主目 単位 平均E (01 a 1時罰且上の責辞臣民を，z罫とするほどの芭い盟主!.s且日

CD4~唯Tリンパ埠邑
昌吉芳昌が月に7a臥上ある (右 告}

/"1 @謂芭の遣行のため、 E官時lこ比1..10%以上の体主掠少がある { 右 ・ 主)

(罰己主ヨ以省、の 4迫旬以上の空震をおいて~Sした王主する立近2 ê:の邑立詰突を @月に7日以上の不定の持強 (38'C以上)が2ゲE以上位右 岳}

2入L.-苦右のtlにはその字句巴を記入して〈ださいJ (l)11iに3田且上のE択ないし水器下宿が月に H 以上ある (右 ・ 話 }

⑤ 1 aに2園以上の眠吐あるいは30升日上の副長iが月に 70 有 ・ 告}

、笠~ 単位
~上ある

$詰梓や息苦しくなる症状が毎日のように出現する (有・告 )
白血~量 /.2 ⑦長HIV器甚による日宮生活に支障が生じる~作用がある
へそグロピン t¥ g/dl I {φ~也の症杭を措く)(抗日 IV罰法を毘詰している為し合} (有 ・信}
血小観世 万/μS

事生野企科晶の担阜県止曹の日常生活活動上の軒躍が必直である (有 ・ 告}
H1V-RNA岳 ， t ' 且/~

申 1年~Iとロ壁内カンジグ色倒芯筏.戦へルペスクイÞÃið県宮、
(宕告ヨ以苗の4辺弓以よの"，];;をおいて皇室した~王する江草2(;:の袋宜桂昌を 缶量生世昂E、主圭コンジローム等の日自9...，m症の匠在がある (有 望 }
記入して〈ださい.) @?A学的里会により抗日 IV!1並ができない坑芭である ( li'、.いいえ}

口3.代現目在黒持官続しロてリい宇γるトロ副フ作ィー用ロの状肝況障害 白 押障 z 口和神障E 白 骨 量 障 害
4 エ有イ焦ズ発症の炭往の 5 介回復助不な能くなしエてイはズE合常併生症活のため

がほ

ロ その邑(毘招名.盟毘拭昆且ぴ副作屈の~担) とんど不可能な状態である

有 ・ 祭 はい・ いいえ

6.肝炎の状況 (口 薬 剤性・ロ B型・ 口 C型 ・口 その他 ( )) (野良を~~している担舎は之‘ず吉証して〈ださいJ
1)栓査所見 (2)庖底所見

~~ ・ 単位 企宣告民自 ~ . t.j (内担蹟による.X詩草野による、その也{ )) 
血 f~ 7 t.-プミン ';d/ 肝<<査 主 ・ 右 (代町位、 非民自性)
AST (GOT) 肝指由芭 告・有
ALT【GP T) 肝性原荏 Iii 宥 (j年以内に亮Eしたことがある)
プロトロンピン % 直 氷 吉 右 ・ 若
時間 延長1> 間化管出血 告 ・ 有 (1年以内に有尭)痘したことがある)
結ピリルピン(滋} (淡ピ9.1.シピン虹の上昇をきたすE耳謂の佐用 告 ・

⑬ その他 の 淳書 (平成 -必ーF 月 B ，，~痘)

1 症 ik 2 検査成立i
(1)自立産状 (1)血誼生化包住吉

〈笠=項三目、-、』品鈴l'lO単 位 詰昌韮牢恒

事血時監 万/μa ---、

へ号グロピン詔E g/d/ ---ーー

へマトタ 9~ト 世

血情揖 E 自 g/d/ -ー-

a杭アルブミン g/dl 一句ーー-ー司、ーー‘ーー

よ
(')他党所昆 (2)その色の控究成笛

3 人工殴霧等

(1)人工E円造設省E・有 志』年月目 。平成 年 月 巨 (.)自己時毘の常時室行 告 ・有 関姶竿JiO:平泣年月 日

悶担年月 a 平え 竿 月 ヨ 持了年Ap:平底 年 月 日

(2)民話1l':I!軒呈 ・有 ldi1竿月白平最 年 月 日 (5)完全E失禁抗告 吾 ・有(カテーテル留置平成年 耳 目}

開担年月日 .平成 年 月 a 

臼}訴由民造設担・右 手昔F年長田平正2 年 E 日 (6)その邑の手情 話 ーヰf( }立成年 p. 

⑬ 
哀動を能詩力の目常生活活

亙ぴ費i!¥箆力

(皇、ず記入して下さい)

⑫ 
予 主主

(必ず記入して下さい)

⑬ 
信 考

「一.....，上記のとおり、診断 Lます。

川く|
Lーーー』 病院又は診疲所の名称

平成年月日

診療担当科名

所 在 医師氏名 lOn 地
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G : r⑭免疫機能障害j欄

現症年月日は、いつの時点の嘩害の状態であるのか判断するうえで、重要な事項ですので、記載

洩れがないようお願いします。

(主な傷病名)ヒト免疫不全ウイルス感染症・その続発症

「⑭免疫機能障害J欄は、必ず記載されていること。

[H23. 2. 2付給付指 2011-24rヒト免疫不全ウイルス感染症に係る障害認定における留意事項の追加(指示・依頼)J参照】

(注)各般の事情により具体的な病名が記載されない場合もあるが、個人情報の保護には、十分留意

した事務処理を要すること。

H : r⑮その他の障害j欄

現症年月日は、いつの時点の障害の状態であるのか判断するうえで、重要な事項ですので、記載

洩れがないようお願いします。

(主な傷病名)誼腸腫揚蹄脱腫蕩

f⑮その他の障害J構は、必ず記載されていること。

(注)人工区内、新勝脱の造設又は尿路変更術を施した場合、施術日がその施術の原因の(要国)

となった傷病の初診日から 1年6月を経過する前であっても、当該施術を行った日をもって障

害認定日とする取扱いとなっていること。

1 : r⑩現症時の日常生活活動能力及び労働能力』構

障害の程度の認定に当たって重要な意味を持つので、現症時において日常生活がどのような状況

であるのか、またどの程度の労働ができるのか等必ず記載されていること。

J : r⑪予後j欄

診断持点において断定できない場合にあっても、『不詳』等と必ず記載されていること。

K:診断書の作成年月日等の記載漏れがないこと。
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3.病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書(以下、病歴等申立書という)は、発病から初診までの経過、その後の受

診状況及び就労状況等について記入するものです。

この病歴等申立書は、障害の状態を認定するうえでも、障害給付の請求者の資格要件及び納付要件

の審査を行うにあたって初診日を確定するうえでも、重要な補足資料となるものです。医学的・専門

的に記入する必要はありませんが、傷病の発病から請求までの経過が把握できるよう、できるだけ具

能的住貫主主主主えま主ど旦

なお、次のようなケースについては、請求者より、さらに具体的な病歴等申立書の提出を求めるこ

とになりますので、年金事務所での点検と確認をお願いします。

(1)障害の原因となった傷病の他、相当因果関係の有無を確認すべき傷病があるが、当該傷病に係

る病歴等申立書がないもの。

・前発(既往) r脳梗塞j と後発「脳出血Jなど、相当因果関係の有無を確認すべき既往症が

あれば、既往症が発病したときからの病歴及び受診状況等を記載してください。

. r心房締動j と「脳授塞Jなど、脳血管疾患の背景に心疾患が疑われる場合、心疾患の病歴

(及び心臓用アンケート)を追加してください。

(2)病歴及び受診状況等の記載が不十分であるもの。

・医療機関ごとに区切って記載してください。

・ひとつの医療機関での受診期間(または未受診期間)が長い場合は、その期間を 3""'-'5年ご

とに区切って記載してください。

-発病から初診までの期間が長い場合は、当該期間の詳細も記載してください。

(3)受診していない期間についての記載がないもの(再発か継続かの判断材料として必要です)。

-未受診の理由、自覚症状の程度、日常生活の状況などについて具体的に記載してください。

(4) 1枚の病歴等申立書に複数の傷病についての記載があり、個々の傷病の病歴及び受診状況等が

不詳であるもの(→傷病ごとに別の病歴等申立書に記入させてください)。

(5)年金請求書・診断書に記載されている傷病名の病歴等申立書がないもの。

(6)先天性疾患によるもので、 O歳から 20歳までの治療経過、症状等が記載されていないもの。

-精神疾患で「発達障害Jr知的障害j が含まれるときは、同様に出生時からの病歴を記載し

てください。

(7)病歴等申立書の記載内容が修正液等で訂正されているもの。

・訂正印の押印等、請求者による訂正であることが分かるように適切な対応をお願いします。
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(注)以下のケ}スでは、「糖尿病性腎不全j と相当因果関係のある「糖尿病Jの発病からの病歴が記載されておらず、

また、受診していない期開について記載がされていないため、返戻を行っています。

病歴・就労状況等申立書Gii;iiii!??;iii:ii;続問
病歴関 係|傷病名 勝 JK品 31空管di

この病歴関係の申立書には、障害の原悶となった病気やケガについて、発病したときから現在までの経 糖粉尿当病の性阪果腎症関係と

記入してください。 にある糖尿病の

~ 発症からの病歴
発病したときの状態と発病から初 p 発 病 日 昭和・史少 /C7年 /ρ 月 7日 が記載されてい

〈発病したときの状態) 云乙勺ません。

1 診までの問の状態について記入して 余私の成診でふれハ07のみJ夫妻t-$鵠<.'l¥ウ l

{発病から初診までの状穏)

ください。 再生夫妻ら詣柏村\~針作葬がいちが LくまL点なや\?ミ
手tX!I却の j月(.")台湾えfJ切れι¥3紘nfJ.'，11バ雨龍iJ3〈

初診時の医療機関の名称・閑地lζ 初 診 a 昭和・穆 //年 3 月 /0自

2 ついて記入してください。 医療機関 I名 称 o ()病院t

|所在地 Q 0 E'- 00  町 D0 
初診から現住までの緩渇を年月額に記入してください.(発病から初診までの期間が長い場合位、発病から初診までについても記入してください園)

1 ， 受診していた期間は、通院期間及び受診回数・入院期間、治擦の経過、医師から指示された事項、転医・受診中止の王室由などを

記入してください。

2. 受診していなかった期滞は、その窪由、自覚症状の程度、日常生活の状況などについて具体的に記入してください.

3，つの期間が長い場合は、その期慨を3年から 5年ごとに区切って記入してください.

{該空芳守のをOで囲んでくださいJ 友の期間の状況 〆き崎、

受診 色zr・していない .更期tlgJ，主じ札'}J¥校在色女げる 裏面も
昭和子 露 /1年 J月 /OSから / 

3 昭和-zg/よ年日/土日まで ，投長I¥. J: ')少 LI手州支 J'iJJ'? r¥ '[， t同 J1-，府 認

(受診していた場合は辰療機関の名制 作号令詳述るす~r...鴻 17'\' t!J ~ し

o 0 布7記 長守系州たけるにじ J，J')砕けれ附

昭受和診掛んよ舟だのをOで富んでくださいJ 友の期間の状況 さ
-していない .生L-id究室の結果 11.--7サニンの駄遣下馬ぇ札ド、k u: 

ム月 iJz..Sから

4 昭和.rfO./ /J年 /'0月 り ま で '者 r~ {Jq IJ-'校舎の鶴男¥技法"，Jフヤし主主犯加工ι時

{受診していた場合は医療機関の名称) ・料It5fg)j t~‘ þ' ~ 7レ11ニンη 数億かい免イにし、が制

ムムぅ馬記 臥村久久的、人エ卓析ら受件付久手打れh

(該主主ろものをO噛んでくださいJ 左の期間の状況

受診 ~・ していない

間口捗/作/0月 /bI'lから . f長'b~ IO/~ 払 f号、 ~3 日針什什
5 昭和・平成 年 月 日まで

(受診していた場合は医療機療の名称)

口口靖?弘

{該当するものをOで臨んでくださいJ 友の綴聞の状況

受診 した・していない

55和・平成 年 月 日から

61 ~喜和・平成 年 月 日まで

(受診していた場合は医療機器喜の名称)
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4. 初診日(発病日)の証明

事後重症による障害摩生年金の請求は、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日(昭和 61年 4月

1日前においては発病日)があって、一定の受給資格要件を満たしている場合、 65歳到達日の前日(誕

生日の前々日)までであればいつでも請求できることになっています。

また、認定日(本来)請求の場合であっても、認定日が遡及する年金請求書が数多く提出されてい

ます。

このため、初診自(発病日)がかなり遡った傷病による年金請求書が多数ありますが、終診(転医・

中止)からカルテ保存期限の 5年を経過しているため、当時の診療録が麗棄されていることなどによ

り、初診時の塁療機関における診療録に基づく発病・初診等を証明する隈師の証明(以下 f医証」と

いう)がとれないものが、かなり見受けられます。

しかしながら、一方では、患者に的確な診療を行うためにカルテ保存期限の 5年を経過していても

f患者サマリーJとして既往歴を保存している医療機関も現在は多くなっておりますので、初診時の

匿療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合は、まず「受診状況等証明書Jにより初診時の医

証を求めるようお願いします。

カノレテ保存期限の 5年を経過しているため保存していない等の理由により、証明できないという回

答が陸療機関からあった場合、「受診状況等証明書が添付できない理由書J(49ページ参考様式)を

提出していただいてください。また、併せて、それ以後の一番古い受診医療機関により初診日(発病

日)が確認できる医証の整備をお願いします。

次ページの「初診日(発病日)の確認フローJを参考に、年金事務所受付時での点検と確認をお願

いします。

※なお、「受診状況等証明書j の記載根拠が不適当な場合(本人申立によるものなど)、医証とし

ては扱えません。ご注意ください。

(参考)患者サマリー

「患者サマリーJとは、入院・外来通院患者の診療経過・治療経過を診療開始より現在まで時

系列に集約し、現疾患の病状把握のために作成されるカルテのサマリー(要約)です。

病院に入院したことがある場合、病棟医が外来医への申し送りの意味で必ず作成します。入

院していなくても、外来通院中に主治医が代われば、前主治医が作成します。ただし、後者の

場合はサマリーを書かないケースも多く見受けられます。

最近では、インフオ)ムド・コンセントをさらに推し進め、医療の方針を医師に全面的に任

せるのではなく、患者が医療に参加し、医師とお互いに協力しながら医療を行っていく必要が

あるという考えから、患者に開示する医療靖報としてこの「患者サマリーJが使われています。
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初診日〈発病日〉の確認フロー

YES 

YES 
，進

により発病・初診年月

達

3 番目の cm~o) I 
YES -.-

可

Y 
E 
S 

官旨

一円円即時病初診年間|

の申立書があるか

診断書を作成した医療機関より以前に請求傷病にかかる受

診医療機関がある揚合

※空金讃玄Eな亘起算位主豆長以盟主鋒52がある揚合は、

出iず医証を添位してください。

却設旦1盗痘1ll主建翠士五三主主主迭O)'bのを参考資料として取り扱うこととしておりま主企主主

産証で本人申立ての発病二組叢生旦旦主建認主主主ど擾金色必主迭1])7竺主企妻翠($)之1霊設

立混笠証胆嚢益還位支主主ど宣企更主重以豆透位L玄三主主ど旦

ア 身体障害者手帳・精神保健福祉手帳

イ 身体障害者手帳等申請時の診断書

ウ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時

エ 交通事故証明書

オ労災の事故証明書

カ 事業所の健康診断の記録

キ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
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ク 健慶保験の給付記録(健康保険組合や健康保険協会等 *1

ケ 次の受診匡療機関への紹介状 *2 

コ 電子カノレテ等の記録(氏名・日付・傷病名・診療科等が印字されたもの)

サ お薬手帳、糖尿病手帳や領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)

シ 被保険者資格記録の原票(または明司在画面)…保険給付記録が確認できる場合

スその他 *3

*1 当該初診日に係る健康保険の給付記録が健康保険組合や健康保険協会に保管されている場

合がありますので、初診証明が取得できない場合は、ご本人経由で取り寄せて、添付して進達

してください。

*2 2番目以降の医療機関にて、前医について確認可能な場合もあります。受誌を整備する際に

は、分かる範囲で前涯の医療機関名・受診期間・診療内容を具体的に記入いただいてください。

前医からの紹介受診でしたら、その紹介状の写しを添付いただけないか確認願います。

*3 例えば交通事故であるが事故証明が取れない場合は当該事故の新聞記事をつける等、可能な

限り参考となる資料を添付願います。

初診時の医証がないものについては、 2番目以降の受診医療機関の医証や傷病の性質、被保険者期

間等を総合的に勘案して、初診(発病)日が被保険者期間内であると判断できない場合は、却下する

こととしております。

本人の申立て以前に遡及する記述が医誌に記載されているケースなど、本人申立て又は医証の記載

内容に疑義がある場合や整合性がない場合は返戻することになります。「病歴・就労状況等申立書j

に記載されている病歴の見直しなど、受付時での点検・確認をお願いします。

(参考)国民年金・厚生年金保険障害認定基準の説明より抜粋

障害の程度の認定は、診断書及びX線フィルム等添付資料により行う。

ただし、提出された診断書等のみでは認定が困難な場合又は傷病名と現症あるいは日常生活状

況等との間に医学的知識を超えた不一致の点があり整合性を欠く場合には、再診断を求め又は療

養の経過、日常生活状況等の調査、検診、その他所要の調査等を実施するなどして、具体的かっ

客観的な情報を収集した上で、認定を行う。

また、思盟主L--C;;長A(j)虫主笠及登記慶長基三三三Jお怨拠金支控担償支点必広之金裏

付けの資料を収集する。
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受診状況等証明書が添付できない理由書

傷病名

医療機関名

医療機関の所在地

受診期間 昭和・平成 年 月 日

f旬、J

昭和・平成 年 月 日

受診状況等証明書が添付できない理由

1.上記医療機関にカルテ等の診療録が残っていないため

2.上記医療機関が廃業しているため

3. その他の理由

確認年月日

確認方法

平成 年

a 電話照会

b 直接訪問

C その他

上記のとおり相違ないことを申立てます。

平成年月 日

住所

氏名

月

受診状況等が確認できる参考資料(写)の添付

日

ア身体障害者手帳 オ事業所の健康診断の記録

(別添 2)

|年金等の請求用|

⑮ 

イ 身体障害者手帳申請時の診断書 カ インブオームド・コンセントによる

ウ交通事故証明書 医療情報サマリー

エ労災の事故証明書 キその他

(提出先)日本年金機構

障害年金等の請求を行うとき、その障害の原因となった傷病等で初めて受診した医療機関の初診日を鳴らかに

する書類 f受診状況等証明書j が必要ですが、それを添付できない場合は、その理由を申し立てていただくこ

とが必要です。この書類はそのために使用する理由書です。

また、上記の「受診状況等が確認できる参考資料(写)J をできる眼り添付してください。



5. 被保険者記録の整備

年金誇求者の被保険者記録が次のいずれかに該当する場合は、被保検者記録の整備が必要となり

ます。

年金請求書が進達され、審査の段階で披保険者記録の整備の必要なものが判明した場合は、年金

請求書を返戻することとなりますのでご留意ください。

①厚生年金保険被保験者期間、船員保険被保険者期間及び国民年金被保険者期間が重複している

場合

②年金請求者の氏名と被保険者記録の氏名とが相違している場合

③年金請求者の生年月日と被保険者記録の生年月日とが相違している場合

④年金請求者の性別と被保険者記録の性別とが相違している場合

⑤年金請求書の職歴欄と被保険者記録とが相違している場合

@年金手帳記号番号を複数取得している場合

⑦被保険者記録が未整備のままとなっている場合

なお、上記②、③、④については、配偶者も同様です。

6. 年金請求書登録処理

年金請求書を進達する場合は、年金請求書登録処理を行うことになっています。

年金請求書が進達され、年金請求書登録処理が行われていない場合は、年金請求書を返戻する

場合もありますのでご留意ください。

年金請求書登録処理により登録処理されたデータに基づき、日本年金機構本部で情報の抽出及び

翌週の水曜日に全制度被保険者資格記録リストが出力され、木曜日に進達カバンにより進達された

年金請求書と突合し、被保険者期間重複チェック、納付要件の審査及び従前の処分の確認等を行っ

ておりますので、裁定請求書登録処理に当たっては、年金請求書を進達する過に入力するようお願

いします。

この処理を行わずに進達する(または登録処理の時期を誤っている)と、情報の抽出及び全制度

被保険者資格記録リストが出力されず、受付及び審査に支障をきたし、事務処理遅れの要因となり

ますので、年金請求書を進達する週に必ず登録処理を行ってください。
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7.資格要件闘納付要件

( 1 )資格要件

初診日が、昭和 61年 4月 1S以降の厚生年金保険の被保険者で、あった間である

こと。

発病日が、昭和 61年 4月 1目前の庫生年金保険(船員保険)の被保険者で、あった間

(昭和 40年 5月 1目前の第 4種被保険者で、あった聞を除く。)であること。

(2)納付要件

納付要件については、次の表により確認していますので、参考にしてください。

なお、 2/3要件の計算方法は、次のとおりです。

納付済期間+免除期間 2 
〉

被保険者期間(納付すべき期間) 3 

(注)カラ期間は被保険者期間に含めないこと。

計算するにあたっては、 f(納付済期間十免除期間)-.;--被保険者期間(納付すべき期間)J 

は、小数点まで計算のうえ、2/3=0.6666…と比較してください。

また、国畏年金第 1号被保険者期間を有する場合は、KWMの f03J瞬面により「納

付年月日<初診日 j であることを必ず確認してください。

また、次の点にも留意してください。

① 3号特例納付期間を有する場合は、 f3号特例届出年月日<初診日 j であること

②免除期間を有する場合は、「免除申請年月日く初診日Jであること

なお、半額免除については、当該丹が半額保険料納付済期間で、かつ、「半額納付

年月日<初診自 j であること。 (3/4・114免除についても同様)

O 生金蔓護産主確認]み組金裏金量筆表悠意援Jt)を請求書に添付してください。

O 産自性要性C翌日産~;:."'J V ¥玄国年担及型関益坐裏金生三三控L三0)*'P3役立二危険型建旦
等が確認できる印字を添付してください。

(参考)初診日が65歳以上の厚年加入期間中であった場合

認定日請求のみとなります(事後重症請求はできません)。

納付要件について、いわゆる f直近 1年要件Jは適用されません。

また、主齢基盤集金隻C塁麓擦宣車径1乙玄V¥0場金、 65歳以降の厚年被保険者期間は国

年2号被保険者とはされません。従って、

① 納付要件の計算の基礎となる国年被保険者期間は、 65歳到達月の前月までの被保

険者期間となります。

② 障害等級が 1・2級に該当しでも、障害厚生年金のみの支給となります(障害基礎

年金は支給されません)。

※年金事務所で確認した納付要件計算表を必ず添付してください。
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厚生年金保険の障害年金にかかる納付要件

厚生年金保険法 法律改正による
法律改正時の初診

初診年月日
による納付要件 原鄭的な経過措置

日から認定呂まで
の間等の経遇措置

|初a診のヨの前日において、ま当で該で初3分診 |初日診の日の前日におーまで初の1年
平成28年3Fl3113 属する月の前々月 属する月の前々月

~ の2要件を満たしていること 間のうちに滞納がないこと、かつ、

平成8年4月1日 初診日において65歳未満である
こと

初診臼の前日において、当該初診 直近1年要件は、初診日が当該綴

平成8年3月31日 日のj議する月の前々月までの1年 間であった場合、当該初診尽にお

~ 間上 聞のうちに滞納がないこと いて65歳未満であることの年齢制

平成7年4月1日 限なし

平成7年3月31日

~ 向上 同上
平成3年5月1日

初診尽の前日において、当該初診 初診自の前日において、当該初診

平成3年4Fl30日 日の属する月前における直近の基 日の属する月前における直近の碁

~ 準月 (1湾、 4月、 7月及び10月)の 準月 (1月、 4月、 7月及び10Fl)の

昭和61年4月113 前月までで3分の2要件を満たして 前月までの1年間のうちに滞納が
いること ないこと

初診日の属する月前の公的年金 初診日の前日において、当該初診
加入期間を合算した期間が6月以 日の属する月前における直近の基
上であること 準月 (1丹、 4月、 7月及び10月)の

前月までで3分の2要件を満たして
昭和61年3月31日 いること

~ 文は
昭和59年10月1日 初診日の前日において、当該初診

日の属する月前における直近の慕
準月 (1丹、 4丹、 7月及び10月)の
部月までの1年間のうちに滞納が
ないこと

昭和59年9月30臼

~ 向上
昭和51年10月1日

初診白から起算して1年6月を経

昭和51年9月初日 過した日の属する月前の厚生年金

~ 保険の加入期間が6月以上である

昭和49年8月1日 こと

初診日から起算して3年を経過し

昭和49年7Fl31日 た日の属する月前の厚生年金保

~ 検の加入期聞が6月以上であるこ

昭和27年5Fl1日 と

月昭
昭和27年4月30日

初診日から起算して3年を経過し

~ た臼の属する月前の厚生年金保
;l.手口

昭和26年11月1日
険の加入期間が6月以上であるこ

降 2 と

発 2 昭和26年10月31日
初診臼から起算して2年を経過し

病年 ~ た日の属する月前の厚生年金保
9 

昭和22年9月1日
険の加入期間が6月以上であるこ
と

9昭
初診尽から起算して2年を経過し

月和 昭和27年4月30日
た日の隠する月前5年間に厚生年

前 2 ~ 金保践の加入期間が3年以上であ

発 2 昭和22年9月113
ること

病年

昭和22年8月31日 初診日から起算して2年を経過し

~ た臼の属する月前5年潤に厚生年

昭和17年9Fl30日 金保険の加入期間が3年以上であ
ること

注1表中r初診日から起算して1年6月(2年、 3年)を経過した日Jとあるのは、 1年6月(2年、 3年)以内に痕状国定又は治った場合は

fその日JIこなります。

j主2三共済の場合は、経過措置等がありますので留意瀬います。

一53-



8.発病s.初診日のとらえ方

発病日及び初診日については、次のとおり取扱いをしているところですが、発病日

又は初診日が不明の場合は、却下又は不支給としています。

(1)発病日

一般的に傷病の発病時期は、自覚的、他覚的に症状が認められた時とするのが原

則です。ただし、先天性の傷病にあっては、潜在的な発病が認められたとしても通

常に勤務していた場合は、症状が自覚されたとき、あるいは検査で異常が発見され

たときをもって発病とします。

具体的には次のような場合を発病日とします。

ア.医師の診療を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合は、その Rが発病日とな

ります。

イ.自覚症状が現れずに医師の診療を受けた場合は、初診自が発病日となります。

ウ.慢性的疾患(糖尿病、腎不全等)のように傷病の病歴が引き続いている場合は、

最も古い発病日が当該傷病の発病日となります。

エ.過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し再度発症した場合は、再度発症した

日が発病日となります。

オ.健康診断で異常が発見された場合は、異常の程度により健康診断日を発病自と

します。

カ.事故の場合は、事故が発生した日が発病日となります。

キ.じん肺症(じん締結核を含む)については、永年にわたり鉱山又は石工等の業

務に従事し、珪石粉塵を徐々に吸入した結果発する業務上の疾病であり、その業

務に従事した厚生年金保険の被保険者期間があれば、被保険者期間中の発病とし

ます。

なお、確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定通知書及びじん

肺健康診断結果証明書の添付が必要です。

ク.先天性心疾患、網膜色素変性症等については、通常に勤務し庫生年金保険の被

保険者期間中に具体的な症状が出現した場合は、その日が発病5となります。

ケ.先天性股関節脱臼については、完全脱臼したままで生育した場合は、厚生年金

保険の期開外発病となりますが、それ以外のもので、青年期以降になって変形性股

関節症が発症した場合は、症状が発症した日を発病日とします。
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(2)初診日

初診自とは、障害の原困となった傷病について、初めて医師又は歯科医師(以下

「医師等Jという。)の診療を受けた日をいい、具体的には次のような場合を初診

日としています。

ア.初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)が初診日

となります。

イ.同一傷病で、転涯があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日

となります。

ウ.過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の

診療を受けた日が初診日となります。

エ.健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断

日が初診日となります。

オ.傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名が記載されていた場合であ

っても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日

となります。

カ. じん肺症(じん肺結核を含む。)については、じん肺と診断された日が初診日

となります。

キ.障害の原因となった傷病の前に因果関係があると認められる傷病があるときは、

最初の傷病の初診日が初診日となります。

※発病日・初診日を確認するために傷病に関するアンケート調査を行うことが

あります。 56ページから 63ページに掲載していますので、病歴記入の際の参

考の一助としてください。

(3)再発又は継続の考え方

過去の傷病が治癒したのち再び同一傷病が発症した場合は、再発として過去の傷

病とは別傷病とし、治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているものとし

て同一傷病として取扱います。
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(参考様式)

先天性障害(網膜色素変性症等)眼用

。次のことにお答えください。

1.目の疾患について、幼児期に家族からまたは学校の健康診断等で、何かいわれて医療
機関に行ったことがありましたか。

-いわれたことはない
-昭和・平成 年 月 日頃受診した(受診医療機関名

2.厚生年金保険資格取得時(昭和・平成年月 日)における視力はどの程度でしたか《

右眼 裸眼(
左眼 裸眼(

矯正(
矯正(

3.視力が落ちてきたことにいつごろ気づかれましたか。

-昭和・平成年 月 日頃

4. あなたの視力の経過について、記入してください。
※中学校卒業から数年単位でわかる範囲で記入してください。

経 過 右 眼 左 日長
裸眼 矯正 裸眼 矯正

中学校卒業時

昭和・平成 年 月

昭和・平成 年 月

昭和・平成 年 丹

昭和・平成 年 月

昭和・平成 年 月

昭和・平成 年 月

昭和・平成 年 月

昭和・平成 年 月

上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

報告者
住所

氏名 印 (続柄

※回答内容を審査した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おき下さい。

円

h
U

F
O
 



(参考様式)

先天性障害:耳用

。次のことにお答えください。

1.聴力障害について、幼児期に家族からまたは学校の健震診断等で、何かいわれて医療
機関に行ったことがありましたか。

-いわれたことはない
・昭和・平成 年 月 日頃受診した(受診医療機関名

2.厚生年金保験資格取得時(昭和・平成年月 日)における聴力はどの程度でしたか《

右耳 左耳

3.聴力が落ちてきたことにいつごろ気づかれましたか。

-昭和・平成年 月 日頃

4. あなたの聴力の経過について、記入してください。
※中学校卒業から数年単位でわかる範囲で記入してください。

経 過 右 耳 左 耳

中学 校卒業時
dB dB 

昭和・平成 年 月
dB dB 

昭和・平成 年 月
dB dB 

昭和・平成 年 月
dB d召

昭和・平成 年 月
dB dB 

昭和・平成 年 月
dB dB 

昭和・平成 年 月
dB dB 

昭和・平成 年 月
dB dB 

昭和・平成 年 月
dB dB 

平成 年 月 日

報告者
住所

氏名 印 (続柄

※回答内容を審査した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おき下さい。

可

t
民
u



(参考様式)

先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用

1.股関節の手術をされている場合は、手術前の一番古いレントゲンフィルムを送付してくだ
さい。手術をされていない場合は、一番古いレントゲンフィルムを送付してください。
(提出できない場合は、以下にその理由をご記入ください。)

2.次の質問にお答えください。
学校(小学校、中学校、高校等)での体育の実技は、他の生徒と同じようにできまし

たか。または、股関節の不自由が原因で、見学することがありましたか。

3. 下欄の質問にお答えください。

0"'20歳までの股関節の治療の経過を記入してください。

年令 受診の状況 症状の経過

0歳"'5歳

6歳'"1 0歳

1 1歳'"1 5歳

1 6歳'"2 0歳

※受診した期間は、受診医療機関名及び涌院期間・号診回数・入院期間、治療の終i晶、
医師から指示された事項、転医・受診中止の理由なrを記入してくださいn

また、受診していない期間については、その理由、自覚症状の程度、日常生活の状
況などについて、具体的に記入してくださいn

上記のとおり回答します。
平成年月 日

住所
報告者

氏名 印(続柄 ) 
※回答内容を審査した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おき下さい。

Q
O
 

F
h
u
 



(参考様式)

糖尿病用

。次のことにお答えください。

1.倦怠感・身体の不調・口渇等を自覚されたのは、いつ頃ですか。また、そのときは

どのような状態でしたか。

昭・平年月 日

f
l
1
1
1
1
1
l
i
-
-
L
 

態状

2-1.健康診断等で尿に糖が出ていることを指摘されたことはありますか。

口指摘あり(検査日:昭・平 年 月

口指摘なし

旦) [斗2-2.2-3.を必ずチェック】

2-2. 指摘ありの場合、その検査日以降のすべての検査結果(写)を添付してください。

※事業所に保管されている場合もありますので、確認してください。

口 保管されているすべての検査結果(写)を添付した。(他にはない)

口 十分に確認したが、添付できる検査結果が残っていない。(ひとつもない)

2-3.健康診断の結果ですぐに医療機関に受診しましたか。

口すぐに受診した(昭・平 年 月 日) 医療機関名

口 すぐに受診しなかった
(理由及び健康診断の指摘後、受診するまでの聞の体調)

上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

報告者

住所

氏名 印 (続柄

※回答内容を審査した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おき下さい。
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(参考様式)

腎臓・勝脱の病気用

。次のことにお答えください。

1 .身体の不調・むくみ等を自覚されたのは、いつ頃ですか。また、そのときは
どのような状態でしたか。

昭・平年月 日

f
l
i
l
i
l
i
-
-
L
 

態状

2-1.健康診断等で尿に蛋白が出ていることを指摘されたことはありますか。

口指摘あり(検査日:昭・平 年 月

口指摘なし

2-2. 指摘ありの場合、その検査日以降のすべての検査結果(写)を添付してください。

※事業所に保管されている場合もありますので、確認してください。

旦) [斗2-2. 2-3.を必ずチェック]

口 保管されているすべての検査結果(写)を添付した。(他にはない)
口 十分に確認したが、添付できる検査結果が残っていない。(ひとつもない)

2-3.健濠診断の結果ですぐに医療機関に受診しましたか。

口すぐに受診した(昭・平 年 月 日) 医療機関名

口 すぐに受診しなかった
(理由及び健康診断の指摘後、受診するまでの間の体調)

上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

報告者
住所

氏名 印 (続柄

※回答内容を審査‘した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おき下さい。
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(参考様式)

肝臓の病気用

。次のことにお答えください。

1.倦怠感・身体の不調・むくみ等を自覚されたのは、いつ頃ですか。また、そのとき目
どのような状態でしたか。

昭 ・平年月 日

f
i
l
l
l
i
l
i
-
-
L
 

態状

2-1.健康診断等で肝機能障害を指摘されたことはありますか。

口指摘あり(検査日:昭・平 年 月

口指摘なし

日) [斗2-2. 2-3.を必ずチェック】

2-2. 指摘ありの場合、その検査日以降のすべての検査結果(写)を添付してください。

※事業所に保管されている場合もありますので、確認してください。

口 保管されているすべての検査結果(写)を添付した。(他にはない)

口 十分に確認したが、添付できる検査結果が残っていない。(ひとつもない)

2-3.健康診断の結果ですぐに医療機関に受診しましたか。

口すぐに受診した(昭・平 年 月 日) 壁療機関名

日 すぐに受診しなかった
(理由及び健康診断の指摘後、受診するまでの聞の体調)

上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

報告者
住所

氏名 印 (続柄

※回答内容を審査した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おき下さい。
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(参考様式)

心臓の病気用

。次のことにお答えください。

1.身体の不調・むくみ等を自覚されたのは、いつ頃で、すか。また、そのときは
どのような状態でしたか。

昭・ 平年月 日

f
t
1
1
1
1
1
1
1
L
 

態状

2-1.健康診断等で心機能障害が出ていると指摘されたことはありますか。

口指摘あり(検査日:昭・平 年 月

口指摘なし

2-2. 指摘ありの場合、その検査日以降のすべての検査結果(写)を添付してください。
※事業所に保管されている場合もありますので、確認してください。

旦) 【斗2-2. 2-3.を必ずチェック】

口 保管されているすべての検査結果(写)を添付した。(他にはない)

口 十分に確認したが、添付できる検査結果が残っていない。(ひとつもない)

2-3.健蔵診断の結果ですぐに医療機関に受診しましたか。

口すぐに受診した(昭・平 年 月 日) 医療機関名

口 すぐに受診しなかった
(理由及び健康診断の指摘後、受診するまでの聞の体調)

上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

報告者
住所

氏名 印 (続柄

※回答内容を審査した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おき下さい。
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(参考様式)

肺の病気用

。次のことにお答えください。

1.身体の不調・呼吸困難(息切れ、怠苦しさ)等を自覚されたのは、いつ頃ですか。
また、そのときはどのような状態でしたか。

昭・平年月 日

f
l
i
l
i
-
-
ーに

態状

2-1.健康診断等で肺機能障害が出ていると指摘されたことはありますか。

目指摘あり(検査日:昭・平 年 月

目指摘なし

日) 【斗2-2. 2-3.を必ずチェック】

2-2. 指摘ありの場合、その検査日以降のすべての検査結果(写)を添付してください。

※事業所に保管されている場合もありますので、確認してください。

口 保管されているすべての検査結果(写)を添付した。(他にはない)

口 十分に確認したが、添付できる検査結果が残っていない。(ひとつもない)

2-3.健康診断の結果ですぐに医療機関に受診しましたか。

口すぐに受診した(昭・平 年 月 日) 医療機関名

ロ すぐに受診しなかった
(理由及び健康診断の指捕後、受診するまでの聞の体調)

上記のとおり回答します。

平成 年 月 日

報告者
住所

氏名 印 (続柄

※回答内容を審査した結果、照会することがありますので、あらかじめご承知おき下さい。

つりc
u
 



9.相当因果関係の考え方

個々のケースによりますが、前の疾病又は負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかった

であろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱いま

す。ただし、通常、後の疾病には負傷は含まれません。

なお、具体的な例は次のとおりです。

(1 )相当因果関係ありとして取り扱われることが多いもの

①糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊症(糖尿病性神経障害、糖尿病性

動脈閉鎖症)は、相当因果関係ありとして取り扱います。

②糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に擢患し、その後慢性腎不全

を生じたものは、両者の期間が長いもので、あっても、相当因果関係ありとして取り扱います。

③肝炎と肝硬変は、相当因果関係ありとして取り扱います。

④結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は、相当因果関係ありとして取り

扱われます。

⑤手術等による輸血により肝炎を併発した場合は、相当因果関係ありとして取り扱います。

⑥ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じたことが明らかな場合には、相

当因果関係ありとして取り扱います。

⑦事故又は脳血管疾患による精神障害がある場合は、相当因果関係ありとして取り扱います。

③肺疾患に擢患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生まで

の期間が長いもので、あっても、相当因果関係ありとして取り扱われます。

@転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認で

きたものは、相当医果関係ありとして取り扱われます。

(2) 相当因果関係なしとして取り扱われることが多いもの

①高車圧と脳出血又は脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱います。

②糖尿病と脳出血又は脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱います。

③近視と黄斑部変性、網膜剥離文は視神経萎縮は、相当因果関係なしとして取扱います。

(注)相当因果関係がないにもかかわらず厚生年金期間中に発病・初診があるとして、年金請

求書が提出され、不支給となるケースについて、苦情申立てがありますので、後にトラブ

ルとならないよう十分確認のうえ、受付されるようお願いします。
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障害厚生年金審査事務の流れ(新規裁定)

51ι z 付

①周書管理シスァムへの登録
②進達粟と請求書との突合確認
③レントゲ、ンフィルムの添付有無の確認

④添付書類の整理・編綴

+ 
認定依頼事前審査

① 資格記録(社保において事前登録処理票に
より出力されたリスト)と請求書との突合

②履歴書と資格記録との突合
③受給資格要件審査

-初診日及び納付要件審査
④添付書類

-診断書、病歴申立書等の点検
⑤請求書

胃記載内容と添付書類の点検

⑥認定表の作成
⑦審査資料の整理

+ 
認 定 照会等

①発病呂、初診日及び障害等級の認定 O 請求者・年金事務所・陸療機関あて
②認定不能分に係る照会・調査の指示 -認定医等が指摘した初診日に疑義がある

+ ものについて医証の確認

認定結果点検 (2G専門役等) -認定医の指示による先天性疾患等に係る

① 認定要領というものさしを当てて認定結果に 痕歴調査
矛盾点がないか確認 照会等 -健診の取得の依頼

② 障害の程度、棺当因果関係、発病日・初診日 日常生活状況調査等の依頼
の妥当性を確認 自答 -認定厩等の指示による医証等の確認

③併合認定(綜合認定)の必要性の確認
④ 障害年金認定審査員等の指示に基づく認定

不能分に係る照会・調査

NO  
くケ 要再認ム定治ES ~三〉

再認定 ( 医 療 専 門 役 )

①発病目、初診日及び障害等級の認定
②認定不能分に係る照会・調査の指示

③併合認定(総合認定)

+ 
受給要件審査

① 資格=納付要件確認(認定により初診日が
」ー惨 変更された場合)

②加対者の生計維持確認
③重婚訴査

+ 
決 裁

①支給決定
②不支給決定
③部下決定

+ 
国への決裁

+ + + 
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10董障害の併合

一つの傷病でも障害が二つ以上出て来る場合があります。この場合は、認定基準の「併

合(加重)認定表j を使用して、併合認定を行います。

(例〉

糖尿病により、糖尿病性締膜症で両眼の視力がそれぞれ 0.06以下となり(併合判定

参考表の 5号)、糖尿病性の腎不全で人工透析療法を実施中(併合判定参考表の4号)

の障害等級は、 5号と 4号を併合して 1号ニ 1級 11号と認定されます。

二つ以上の傷病による障害年金の併合は、由民年金法、厚生年金保険法に基づき、 「併

合J、「初めて 2級J、「併合改定Jの三つに涯分されます。

1 併合

障害給付(障害基礎年金及び障害等級の 1級または 2級の障害厚生年金をい

う。なお、現在障害基礎年金が支給停止中のもの及び障害厚生年金が 3級または

支給停止中であるが、以前に 1級または 2級であったものを含む。)の受給権者

に、さらに障害給付(障害基礎年金及び障害等級が 1級または 2級の障害厚生年

金をいう。)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程

度による障害給付(併合後 1級または 2級になるものに限る。)が支給されます。

※前発障害と後発障害の区分は、受給権発生年月日で判断します。

(事例)

① 2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者に、岸生年金保険の加入中

に新たな傷病が発生し、年金請求した。〔後発障害の認定結果-2級該当〕

0根拠条文:国民年金法第 31条第 l項、厚生年金保険法第 48条第 l項

+ 

(後発障害)

障害厚生年金 (2級)

障害基礎年金 (2級)

(前発障害)

障害厚生年金 (2級)

障害基礎年金 (2級)

障害厚生年金(1級)

障害基礎年金(1級)

※ 日本年金機構本部で併合後の 1級の年金の決定及び前発障害年金の失権処理が

行われます。

② 2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者に、国民年金の加入中に新た

な傷病が発生し、年金請求をした。〔後発障害の認定結果-2級該当〕

0根拠条文:国民年金法第 31条第 1項、厚生年金保険法第 52条の 2第 1項

(前発障害)

障害厚生年金 (2級)

樟害基礎年金 (2級)

(後発障害)

十
障害厚生年金(1級)

障害基礎年金(1級)

※ 後発の障害基礎年金の決定は行われず、当該年金請求書、診断書及び認定表(写)

を額改定請求書に添付し、日本年金機構本部へ送付されます。日本年金機構本部

での併合認定後、前発障害年金の額改定処理が行われます。
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③ 2級の障害基礎年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生

し、年金請求をした。〔後発障害の認定結果-2級該当〕

0根拠条文:国民年金法第 31条第 1項、厚生年金保険法第 52条の 2第 1項

(前発障害) (後発障害)

障害厚生年金 (2級) I _ I 揮害厚生年金(1級)

障害基礎年金 (2級) 1 -， I 障害基礎年金 (2級) 1-1 揮害基礎年金(1級)

※ 日本年金機構本部で併合後の 1級の年金の決定が行わなわれるとともに、前発

障害年金の失権処理をし、年金事務所に通知されます。

④ 2級の障害基礎年金の受給権者に、国民年金の加入中に新たな傷病が発生し、

年金請求をした。〔後発障害の認定結果-2級該当〕

0根拠条文:国民年金法第 31条第 1項

(前発障害) (後発障害)

障害基礎年金 (2級) 1 + I 障害基礎年金 (2級) 1=1 障害基礎年金(1級)

※ 事務センターで併合後の 1級の年金の決定及び前発障害年金の失権処理が行わ

れます。

⑤ 1級または 2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者の障害が軽快し、

3級に改定された後、その受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発

生し、年金請求をした。〔後発障害の認定結果-2級該当〕

0根拠条文:国民年金法第 31条第 l項、第 36条第 2項ただし害、厚生年金保険

法第 48条第 l項

(前発障害) (後発障害)

障害厚生年金 (3級) I I I 障害厚生年金 (2級) I _ I 障害厚生年金(1級)
+ 

障害基礎年金(停止) i I I 障害基礎年金 (2級) I -I 障害基礎年金(1級)

※ 日本年金機構本部で併合後の 1級の年金の決定及び前発障害年金の失権処理が

行われます。

なお、併合して 1級にならない場合は、併合後の障害年金 (2級)の決定及び

前発障害年金の失権処理が行われます。

⑥ 1級または 2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者の障害が軽快し、

3級に改定された後、その受給権者に、国民年金の加入中に新たな傷病が発生し、

年金請求をした。〔後発障害の認定結果-2級該当〕

0根拠条文:国民年金法第 31条第 1項、第 36条第 2項ただし書、厚生年金保険

法第 52条の 2第 1項

(前発障害) (後発障害)

障害厚生年金 (3級) lL 
障害基礎年金(停止) : ' I 樟害基礎年金 (2級)
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※ 後発の障害基礎年金の決定は行われず、当該年金請求書、診断書及び認定表(写)

を額改定請求書に添付し、日本年金機構本部へ送付されます。日本年金機構本部

での併合認定後、前発障害年金の額改定処理が行われます。

なお、併合しても 1級にならない場合も、前発障害年金の 2級への額改定処理

が行われます。

2 初めて 2級

2以上の障害を併せて、初めて障害等級の 2級以上に該当するに至ったとき

は、当該障害を併合〔前発の障害については、その障害の程度が 3級以下のもの

(以前に 1級または2級の障害基礎年金であったものを除く。)で、制度・資格・

納付要件は間わない。〕した障害の程度による障害給付が支給されます。

※前発障害と基準障害の区分は初診日で判断します。また、納付要件等は基準

障害で確認することになります。

(事例)

① 3級の障害厚生年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生

し、「初めて 2級Jとしての年金請求した。〔基準障害の認定結果-3級該当〕

0根拠条文:国民年金法第 30条の 3第 1項、厚生年金保険法第 47条の 3第 1項

(前発撞害)

障害厚生年金 (3級) | 十

(基準障害)

F章害厚生年金 (3級) 障害厚生年金 (2級)

障害基礎年金 (2級)

※ 自本年金機構本部で併合後の 2級の年金の決定及び前発揮害年金との選択処理

が行われます。

なお、この 3級と 3級との併合で 2級になる事例としては、どちらかの 3級の

障害が併合判定参考表の 5号または 6号に該当してしるものに限られています。

また、併合しても 2級にならない場合は、前発障害年金と基準障害年金との選

択となります。

② 3級の障害厚生年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生

し、 f初めて 2級Jとしての年金請求した。〔基準障害の認定結果-2級該当〕

0根拠条文:由民年金法第 30条の 3第 1項、厚生年金保険法第 47条の 3第 1項

(前発障害)

撞害厚生年金 (3級) | 十

(基準障害)

障害厚生年金 (2級)

樟害基礎年金 (2級)

障害厚生年金(1級)

障害基礎年金(1級)

※ 日本年金機構本部で併合後の 1級の年金の決定及び前発障害年金との選択処理

が行われます。

なお、併合しても 1級にならない場合は、基準(後発)障害年金の決定処理を

行い、前発障害年金と基準(後発)障害年金との選択となります。
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③ 3級の障害厚生年金の受給権者に、由民年金の加入中に新たな傷病が発生し、

「初めて 2級Jとしての年金請求をした。〔後発障害の認定結果-2級該当〕

0根拠条文:国民年金法第 30条の 3第 1項

(前発障害) (基準障害)

堕言厚生年金 (3級) 1 + I 障害基礎年金 (2級~J = I 障害基礎年金(1級)

※ 事務センターで併合後の 1級の年金の決定が行われ、決定後に選択申出書が日

本年金機構本部へ送付されます。

なお、併合しても 1級にならない場合は、基準(後発)障害年金の決定処理を

行い、前発障害年金と基準(後発)障害年金との選択となります。

3 併合改定

時害給付(障害基礎年金及び障害等級の 1級または 2級の障害厚生年金をい

う。なお、現在障害基礎年金が支給停止中のもの及び障害厚生年金が 3級または

支給停止中であるが、以前に 1級または 2級であったものを含む。)の受給権者

に、さらに障害等級(1級・ 2級)に該当しない程度の障害が生じた場合には、

前後の障害を併合した障害の程度による障害給付が支給されます。この場合、後

発障害は受給要件を満たしていることが必要です。

(事例)

① 2級の障害基礎年金の受給権者に、国民年金の加入中に新たな傷病が発生し、

改定(年金)請求をした。〔後発障害の認定結果-3級相当〕

0根拠条文:国民年金法第 34条第4項

(前発揮害) (後発障害)

| i嘩害基礎年金 (2級) I + i 障害等級不該当 障害基礎年金(1級)

※ 事務センターで前発障害年金の 1級への額改定処理が行われます。

② 2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に

新たな傷病が発生し、改定(年金)請求した。〔後発障害の認定結果-3級該当〕

O根拠条文:国民年金法第 34条第 4項、厚生年金保険法第 52条第 4項

(前発障害) (後発障害)

障害厚生年金 (2級) 1+1 障害淳生年金 (3級) I = I障害厚生年金(1級)

障害基礎年金 (2級) I 障害基礎年金(1級)

※ 日本年金機構本部で前発障害年金の 1級へ額改定処理が行われます。

なお、併合しても 1級にならない場合は、後発障害年金 (3級)の決定処理が

行われ、前発障害年金と後発障害年金との選択となります。
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③ 2級の障害基礎年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生

し、改定(年金)請求をした。〔後発障害の認定結果-3級該当〕

0根拠条文:国民年金法第 34条第 4項

(前発障害) (後発樟害)

障害基礎年金 (2級) I + I障害厚生年金 (3級) I = ※  日本年金機構本部で後発揮害年金 (3級)の決定が行われるとともに、関係資料

を事務センターへ送付し連絡します。事務センターでは併合認定後、前発撞害年金

の1級への額改定処理が行われます。

この場合、後発障害年金 (3級)と併合改定後の障害年金(1級)との選択とな

ります。

なお、 1級にならない場合も、前発障害年金 (2級)と後発障害年金 (3級)と

の選択となります。

(注) r 1 Jの⑤、⑥、 r2Jの②、③、 r3 Jの①、②、③における、 3級と 2級との

併合で 1級になる事例としては、 3級のF章害が併合判定参考表の 5号に該当して

いるものに眼られています。 5号以外の 3級 (6号'"'-'10号)と 2級を併合した場

合は 2級となります。

〔参考(併合判定参考表))

5号一一一一両根の視力がそれぞれ 0.06以下のもの

i 一眼の視力が 0.02以下に減じ、かっ、他眼の視力が O.1以下に減じ

i たもの

「一両耳の平均純音聴力レベル値が 80デシベル以上のもの

」一両耳の平均純音聴力レベル値が 50デシベル以上80デ、シベル未満で、

かつ、最良語音明瞭度が 30%以下のもの
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『障害年金受給権者等の手続き』編

1 障害状態確認届

( 1 )提出について

障害厚生年金の受給権者は、年金を引き続き受け取るために、厚生労働大臣が

指定する年において、指定日(受給権者の誕生日の属する月の末日)までに、必

ず障害状態確認届を日本年金機構に提出しなければなりません。

ただし、次のいずれかに掲げる日以後 1年以内に指定日が到来する年には、提出

する必要がありません。

① 障害厚生年金の裁定が行われた日

② 障害厚生年金の額の改定が行われた日

@ 全額支給停止となっていた樟害厚生年金の支給の停止が解除された日

(2)受付時の留意点

障害厚生年金の受給権者が、「障害状態確認届Jを、年金事務所あて提出する場

合があります。その場合は、次の点に留意して、受付を行ってください。

①医師または茜科医師が作成した診断書であること

②指定日前 1月以内に作成された(現症日)ものであること

③対象傷病について記載されていること

(診断書下部に傷病名が数字で記載されています)

④障害状態確認、屈を提出していないために、長期間差止めされている場合は、

障害状態の推移を診査するため、まだ時効となっていない年以降、毎年誕生

月の現症の診断書を提出していただき、障害の状態を確認します。提出でき

ない場合は、なぜ提出できないのか、その理由を申立書として併せて添付し

てください。

2 障害給付額改定請求書

( 1 )提出について

障害厚生年金が決定された後、障害の程度の変化による年金額の改定は、通常、

障害状態確認届において、厚生労働大臣が職権で行いますが、これ以外に、年金

受給権者が、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる年金額の

改定を請求することができます。
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ここでは、「同一傷病によるものJと「その他捧害との併合によるものJに分け

て、説明します。

①同一傷病によるもの

改定請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の

障害の程度の診査を受けた日(障害状態確認屈による診査の結果、従前の

障害等級と変わらないと確認されたものは除きます。)から起算して 1年

を経過した日後でなければ、行うことができません。

また、請求日において 65歳以上の障害厚生年金の受給権者で、あって、

同一の支給事由に基づく樟害基礎年金の受給権を有していない方は、年金

額の改定請求はできません。ただし、旧厚生年金保険法による障害年金の

受給権者は除きます。

②その他障害との併合による年金額の改定

障害厚生年金(その権利を敢得した当時から引き続き障害等級の 1級ま

たは 2級に該当しない程度によるものは除きます。)の受給権者に、別の

障害が新たに発生した場合の併合処理については、 74ページから 78べ}

ジに記載したとおりです。なお、障害基礎年金との併合時の進達の仕方に

ついては、障害基礎年金の年金請求書の原本、診断書の原本及び認定表の

写しを、額改定請求書の原本に添付のうえ、進達いただきますようお願い

します。

(2 )受付時の留意点

①厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して、 1年を経過した日後であれば、

額改定請求ができます。新法において、65歳に達する日以後に請求する場合、

65歳に到達する目前日までに、障害基礎年金の受給権を有していなければ、

額改定請求はできません。

②提出する日前 1月以内現症の医師または歯科医師が作成した対象傷病につい

ての診断書を添付してください。
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3 支給停止事由消滅届

( 1 )提出について

受給権者の障害の程度が軽快し、年金を受ける程度に該当しなくなったとして

障害厚生年金が支給停止となってから、 65歳到達(または支給停止となってから

3年経過のいずれか遅い日)までの間に、障害の程度が重くなり、再び障害厚生年

金を受けられる程度になったときは、速やかに、届書を提出しなければならない

こととされています。

平成 18年の法律改正により、 65歳より、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給

ができることになりました。その場合には、選択届と診断書をあわせて進達してく

ださい。

(2)受付時の留意点

支給停止となった日後であれば、停止となった日後に作成された(現症日)診断

書を添付していただくこととなります。確認の上、受付をおこなってください。

4 障害者特例請求書

( 1 )提出について

受給権者が、被保験者でなく、かっ、障害の状態に該当することにより特例

支給を請求するときの届です。

(2 )受付時の留意点

以下の点に留意して受付を行ってください。

①別個の給付の受給権者であること

②厚生年金保険の被保険者でないこと

@一部繰上げ者でないこと

④老齢厚生年金の受付年月日以降に特例請求の受付印を押印していること

@受付日前 1月以内の現症診断書が添付されていること

*なお、診断書添付の省略ができる場合は、以下の通りです。

ア)障害年金受給中の者にあっては、障害者特例請求日より次回診断書の

提出月までに 1年以上ある場合は診断書の添付を省略できます。

* 樟害者特例請求月と翌年の診断書提出月が同月の場合は、診断書

は不要です。

イ)障害年金請求または障害状態確認届(診断書)と当該傷病と同一の傷

病で障害者特例請求が同時に提出された場合については、樟害者特例
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請求書に f障害厚生年金請求同時j等と朱書きで進達していただけれ

ば、診断書の添付を省略できます。

障害基礎年金請求と同時請求の場合で、 3級非該当の場合は、原本証

明された診断書の写、認定結果のわかるものの写を添付の上、進達して

下さい。障害の状態が 3級程度に該当するかどうか審査を行います。

5 加算額・加給年金額対象者障害該当届

加算額箇加給年金額加算開始事由該当届

( 1 )提出について

①障害の状態になかった加算対象者である子が、18歳到達日以後最初の 3月 31

日以前に、令第 3条の 8に定める 1級又は 2級の障害の状態に該当するに至

ったとき

→「障害基礎・老齢厚生年金・退職共済年金加算額加給年金額対象者の障

害該当届J(様式第 214号)に、 18歳到達日以後最初の 3月 31日以前の

現症診断書を添付し、提出してください。

②18歳到達日以後最初の 3月 31日より後に、令第 3条の 8に定める 1級又は 2

級の障害の状態に該当するに査ったとき

→「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届J(様式第 229・1号)

に、障害の状態に至った日の現症診断書を添付し、提出してください。

(2) 受付時の留意点

①上記(1 )①について

必ず、 18歳到達R以後最初の 3月 31日以前の現症診断書を添付してく

ださい。 3月 31日以前の現症診断書を添付できない場合は、障害等級に該

当するかどうか認定することができません。4月 l日以降の現症診断書であ

る場合は、上記(1)②の手続きとなります。

【例118歳到達日以後の最初の 3月 31日である平成 23年 3月 31日に

て加算額を受けられなくなった場合

平成 23年 3月 31日以前の現症診断書をとることができず、現

症年月日が平成 23年 4月 16日となった場合は、様式第 229-1号

に平成 23年 4月 16日現症診断書を添付していただくこととなり

ます。審査の結果、揮害等級に該当する場合、加算額は、 5月分よ

りのお支払になることを窓口で説明してください。

同 74・



②上記(1)②について

様式第 229・1号の⑬欄「該当日Jは事実発生日です。

事実発生日において醸害等級に該当するかどうかの診査をいたしますの

で、診断書の中の「現症日Jは、⑮欄の日付と同日となっていることを、必

ず確認してください。

⑮欄該当日(事実発生日)と診断書の現症日が相違する場合は、整備の上、

進達願います。

次ページよりの、疑義照会(回答)票を参考にしてください。
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(様式第 1) 疑義照会(回答)票

(受付番号)

一一 N@.QQQQ QQQ トー No…
(案件)

加算額の対象者である子の、障害状態 1、2級の状態にあることの確認に係

る診断書の取り扱いについて

(照会に係る諸規定等の名称、条文番号)

給付指2011-88r国民年金法等の一部を改正する法律等の施行J (諸規程によ

らない定め)

国民年金・厚生年金保険(障害給付)受付・点検事務の手引き(年金事務所・

事務センター用) P 8 2 

(内容)

標記については、 18歳到達日以後の最初の 3月 31日以前に輝害等級 1、

2級(国民年金法施行令別表による)の状態にあることを確認するため、 3月

3 1日以前の現症年月日の診断書を添付していただいているところです。

[疑義】

平成 23年4月 1日より、障害年金加算改善法が施行されるため、子の加算

対象者のうち、障害基礎年金に係る子の加算については、 18歳到達日以後の

最初の 3月 31日より後に障害 1、2級の状態に該当した場合も子の加算対象

者になり得ます。この場合の f障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当

届J(様式第 229-1号)に添付する診断書の現症年月日の範囲をご教示願

います。

また、子が 18歳の到達日以後の最初の 3丹31 13が終了したことで加算対

象者でなくなった後、障害等級 1、2級の状態になり、再び障害基礎年金の子

の加算対象者となった場合、[障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当

届J(様式第 229-1号)と「障害基礎・老齢厚生年金・退職共済年金加算

額加給年金額対象者の障害該当屈J(様式第 214号)はどちらの届出用紙を

使用するのでしょうか。

届出用紙の使い分けをご教示願います。
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く対応案〉

以下のように考えます。

①障害状態になかった加算対象者である子が、 18歳到達自以後の最初の 3

月31日以前に障害状態になった場合

→「障害基礎・老齢厚生年金・退職共済年金加算額加給年金額対象者の障害

該当届J(様式第 214号)を使用し、 3月31日以前の現症年月日の診

断書を添付する。

② 1 8歳到達日以後の最初の 3月31日より後に障害等級 1、2級の状態と

なった(例えば 19歳で)ことで、加算対象者になった場合(子が 18歳

の到達日以後の最初の 3月31 13が終了したことで加算対象者でなくなっ

た後、障害等級1、2級の状態になり、再び障害基礎年金の子の加算対象

者となった場合を含む。)

→「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届J(様式第 229-1

号)を使用する。なお、届書の該当理由欄に f子の障害該当Jの項目があ

るため、診断書の現症年月日立該当日という取り扱いになると考えており

ますが、前後 1ヶ月程度の幅を設けられるでしょうか。

③加算該当日(養子縁組日等)において、加算対象者が既に障害等級 1、2

級の状態にある場合

→「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届J(様式第 229-1

号)を使用する。該当日以前概ね 1ヶ月以内の現症年月日の診断書を添付

することが望ましいと考えますが、通院の有無の関係から、上記②も含め

て個別対応が想定されますので一定の基準をお示し願います。

なお、該当日において、子の年齢が 18歳到達日以後の最初の 3月31日

以前の場合は、 3月31日以前の現症年月日の診断書が必要と思われま

す。

(本部回答)

加給年金の加算については、 f認定員Jを一点に絞り、その時点における生

計維持関係及び障害の状態を確認することになります。

①について

このケースについては、既に加算対象者とされていることから、ブロック

本部く対応案〉のとおり、様式第 214号を使用し、 3月31日以前の現症

年月日の診断書を添付して下さい。
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②について

様式第229-1号にて届出を頂くことになります。ブロック本部く対応

案>のとおり「診断書の現症年丹日J r認定日Jとなります。

③について

このケースについては、「事実発生日 J(養子縁組日等)が、「認定日 j とな

るため、加給対象者の年齢に関わらず、その時点における障害の状態を確

認することになります。(r事実発生日Jにおける障害の状態を確認しうる

診断書と様式229-1号で手続きいただきますようお願い致します。)
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『受給権者等障害状態および遺族給付因果関係の認定』編

1 .受給権者等障害状態の認定

( 1 )概要

厚生年金の新規年金請求書に、加給年金額対象者で、 20歳未満の障害のある子が記載されてい

る場合、子が 1・2級の障害状態であるかを障害年金業務部において認定します。

老齢厚生年金ならびに遺族厚生年金については下記の要領で進達してください。なお、障害厚生

年金については年金請求書に子の診断書を添付して進達して下さい。

(2)必要書類

・「隈民年金・厚生年金保険年金受給権者等障害状態認定表(様式第4号)J (新法用)または、

「厚生年金受給権者等障害状態認定表(様式第3号)J CI日法用)

・子の診断書

. r障害状態及び因果関係の認定について(様式第1号)J

(3) r様式第3号、第4号j記載時の注意事環

(86ページ参照)

※記載例は様式第4号ですが、様式第3号もほぼ同様です。

(4)診断書

現症年月日は、いつの時点の樟害の状態であるか判断する上で、重要な事項ですので、記載漏れ

がないようにお願いいたします。

また、進達に当たっては、傷病に該当する診断書が添付されているか、記載漏れがないかにつき、

点検してください。

(5) r様式第1号』記載に関する注意事項

必ず事務所名をご記入ください。(記載漏れの場合、認定結果の送付先が判別できません。)

(6)その他の留意事項

障害年金業務部で認定を行っているのは、厚生年金の受給権者等にかかるものです。障害基礎年

金または遺族基礎年金(いわゆる基礎のみ者)については、各都道府県の事務センターで認定を行

うこととしていますが、誤って、基礎のみ者の加算額対象者の認定依頼が進達されるケースがあり

ます。

現在の認定表様式上、障害年金業務部にて基礎のみか、厚生年金ありかを判別することが困難(老

齢厚生年金の場合は請求者の、遺族厚生年金の場合は死亡者の、氏名、生年月日、基礎年金番号等

の記載欄がない)なため、年金事務所に対して電話による照会等を行っておりますが、参考として

障害年金業務部にて制度の判別が可能になるもの(年金請求書写し等)を添付していただけると処

理がスムーズに行えます。

また、 18歳に達する日以降の最初の3月31日到達により加給年金額が加算されなくなった子

が、障害者で、あったという場合には、「加算額・加給年金額対象者の障害該当届(様式第 214号)J 
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または「遺族給付受給者の障害該当届(様式第216号)Jにより進達してください。

2.遺族給付思果関係の認定

( 1 )概要

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある傷病により、初診日から 5年以内に死亡したとき

は、短期要件による遺族厚生年金が発生する(法 58条 1項2号)ことになっていますが、直接死

因の傷病が被保険者期間中に初診日がある傷病と相違することがあります。

この場合、直接死因の傷病と、被保険者期開中に初診日がある傷病とが相当到来関係にあるとき

には同一傷病による死亡とみなし、遺族厚生年金が発生するとされています。

また、 1、2級の樟害厚生年金 (1日厚生年金保検法の障害年金)受給権者が死亡した場合、短期

要件による遺族厚生年金が発生する(法 58条 1項 3号)ことになっていますが、 3級の障害厚生

年金(旧厚生年金保険法の障害年金)受給権者が死亡した場合、直接死因の傷病と障害厚生年金の

傷病とが相当因果関係にあるときには、 1級または 2級の障害の程度にあったとみなし、短期要件

による遺族厚生年金が発生します。

(2)必要書類

・「遺族給付因果関係認定表(様式第 5号)J

・死亡診断書(写)

. r受診状況等証明書j

(注:初診Bから 5年以内に死亡し、その傷病と直接死因の傷病との因果関係を認定依頼する

場合のみ必要。)

パ障害状態及び困果関係の認、定について(様式第1号)J 

(3) r様式第5号』記載時の注意事項

(88ページ参照)

(4) r受診状況等証明書Jに関する注意事項

初診日を確認するための資料として、医師による「受診状況等証明書Jを必ず添付願います。

初診日とは、その傷病について初めて医師の診察を受けた目、または健康診断等により療養の指

示を受けた日をさします。

健康保険の給付記録の療養の給付開始年月日は、その傷病について初めて医師の診察を受けた日

とは限らないため、初診日の証明とはなりません。また、レセプトの診療開始日は、あくまでもそ

の医療機関における診療開始日であり、それ以前に同傷病または因果関係が認められる傷病にて診

療を受けていたかどうかを確認することができません。

初診日がそれほど古いものでないにもかかわらず、初診日の証明として、レセプトの写しのみを

添付して進達されるケースが多く見られますが、これは、初診日が古く、カノレテの保存期限を経過

している等の理由により、医師による証明を取ることが不可能な場合の参考資料として敢り扱うこ

ととしております。

受診状況等証明書が添付できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない理白書J(48ペー

ジ参照)をご遺族より提出していただいた上で、参考資料として添付していただくようお願いいた
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します。

また、提出された受診状況等証明書の「発病から初診までの経過J欄に、 rf也院からの紹介j、r""
より較院J等の記載がある場合、前医の受診状況等証明書が必要となります。

直接死因が癌の場合、原発性か転移性かの確認をお願いします。原発性の場合、他の部位の癌と

の相当因果関係は認められず、転移性の癌の場合、他の部位の癌との相当因果関係が認められる可

能性が大きいため、受診状況等証明書をとる際ご留意ください。他の部位から転移している場合は、

他部位の癌の初診日を証明する受診状況等証明書を併せて添付して下さい。

また、手術後再発した癌の場合、初診日を確定するために、手術後から再発時までの経過を確認

する必要がありますので、手術前の初診日と再発後の初診日のそれぞれを確認できる受診状況等証

明書を添付の上、手術後から再発待までの治療経過について、必ず医師に記載していただくようお

瀬いいたします。

(5) r様式第 1号」記載iこ関する注意事項

必ず事務所名をご記入ください。(記載漏れの場合、認定結果の送付先が判別できません。)

(6)その他の留意事項

死亡者が障害給付または老齢給付等を受給していた場合は、死亡届または死亡保留の処理を行っ

てから進達願います。
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車生年金年金請求書新規裁定時の、

加給年金額対象(子)の障害状態認定の場合(様式第 4号)

様式第4号

国民年金・車生年金保険 書草 F庁符号

年金受給権者等障害状態認定表 進達番号

回 認 定 対 象 者 回 1.請求者 初診年月日 昭君I平成 年 月

2，加対者
氏 名

3，加算者 受給権発生年月日 和11百平成 年 月

添付
診断書 枚

4議 病 名
書類

レントゲンフィルム 枚

その他
回

1.国年令刻表・厚年令別表第1の 奇丑 号該当 4.実検診・調査

認 2.厚年令別表第2の 号該当 (1) 肺活量測定

定
3，閏年令別表・厚年令別表第1及び第2に該当しない (2) ，C'ffi市機能検査{一二段段昇昇降降

(症状匿定状況) (3) 日常生活状況調査

結 1年有期固定 何) その他の調査(下記)

果
永久閲定 3年有期回定 米国定

5年有期国定 5，不備返戻(下記)

(1)要診韓奇書(

(2) レントゲンフィルム (昭和・平成 年 月 B) 

備 (3) 病歴・就労状況等申立書

仏)資絡取得時における状況・資格喪失時における状況

(障害の程度の評価等)

考

淳書認定 I1  2 3 4 5 6 7 8 91011121314 

対象傷病 16， 17， 18， 19， 20， 21. 22， 23， 24， 25. 26. 27， 
l診断書 l1 245  

コード 6. 7. 8， 9. 

艦 82. 

日

日

囚

回
目

白



A : r課所符号j、f進達番号j構

年金請求書の「課所符号J、f進達番号j を必ず記入して下さい。

B : r認定対象者氏名』欄

加給年金額対象者(子)の氏名を記入して下さい。

C : r 1請求者 2加対者 3加算審J欄

該当するものにOをして下さい。

請求者・・・・・・遺族厚生年金の請求者

加対者・・・・・・老齢厚生年金の加給年金額対象者

加算者……遺族基礎年金の加算額対象者(遺族厚生年金が同時に発生する場合)

D : r初診年月日j欄

認定依頼する子の傷病の初診年月日を記入して下さい。

E : r受給権発生年月日j欄

親または子自身の厚生年金の受給権発生年月日を記入して下さい。

ド:r傷病名j 楠

認定依頼する子の傷病名を記入して下さい。

G : r添付書類』欄

添付された診断書の枚数、レントゲンフィルムの枚数及び、その他療育手帳の写し等を添

付の場合はその旨を記入して下さい。

※様式第 3号の記入欄は様式第4号とほぼ同一です。記載方法は上記を参考にして下さい。
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直接死因の傷病と、被保険者期間中に初診日 CI日法の場合は発病日)

がある傷病との因果関係認定依頼の場合(様式第 5号)

(囚
遺族給付因果関係認定表

i進達番号

回|被 発初病診年月日 回保 険 者 名

(死亡者) 死亡年月日 回
回|イ 死亡の原因となった 呂田

匡jjzilこ棋のあi
年 月 臼~ 年 月

年ー月 日~ 年 月 日

る傷病名

ハ.障害年金受給中の傷『
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※ 3級の障害年金を受給している者がその傷病により死亡した場合には、死亡さ当時 1級または

2級の障害の程度にあったものとみなす。

(意見等)

備

考

(9. 1) 
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A : r課所符号』、 f進達番号j棟

年金請求書の f課所符号J、「進達番号j を必ず記入して下さい。

B : r被保険者名(死亡者)J欄

被保険者名(死亡者)の氏名を記入して下さい。

C : r発病、初診年月 BJ欄

ロ欄に記載した傷病名の初診日を記入して下さい。

旧法の場合は発病日も併せて記入して下さい。

D : r死亡年月日j構

被保険者(死亡者)の死亡年月日を記入して下さい。

E : r死亡の原因となった傷病名』欄

死亡診断書の「寵接死困j欄に記載された傷病名を記入して下さい。

F : r資格記録J欄

新法の場合は初診目、!日法の場合は発病日が厚年期間中にあるかを確認するために記入し

ていただく欄です。

厚年期間のみ記入して下さい。

G : r在職中に発病白、初診日のある傷病名j棟

イ欄に記載した傷病との因果関係を認定依頼する、在職中に発病日(1日法の場合)、初診日

(新法の場合)のある傷病名を記入して下さい。

H : r年金証書の基礎年金番号・年金コード』欄

被保険者(死亡者)の基礎年金番号・年金コードを必ず記入して下さい。
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直接死因の傷病と 3級で受給していた

障害年金の傷病との因果関係認定依頼の場合(様式第5号)

遺族給付因果関係認定表
課所符号 |囚
進達番号

回!被保 日記::l !凪(死亡者)

回[イ 死亡の原因となった

傷病名 年 月 日~ 年 月 B 

在職中1::発初病診自B のあ 年今月 日~ 年 月 日

回ハ轄年金受給中の傷
年 月 日~ 年 月 日

病名 (3級 号)
年 月 B- 年 月 日

日年金証書の基礎年金番号・年金コード
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※ 3級の罪事害年金を受給している者がその傷病により死亡した場合には、死亡当時 1級または

2級の障害の程度にあったものとみなす。

(意見等)

備

考

(9， 1) 
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A : r課所符号』、「進達番号j欄

年金請求書の「課所符号j、f進達番号Jを必ず記入して下さい。

日:r被保険者名(死亡者)J欄

3級の障害年金受給者(死亡者)の氏名を記入して下さい。

C : r死亡年丹 BJ棟

3級の障害年金受給者(死亡者)の死亡年月日を記入して下さい。

o : r死亡の原因となった傷病名』欄

死亡診断書の「直接死因J欄に記載された傷病名を記入して下さい。

E : r障害年金受給中の傷病名 (3級号)J欄

3級で受給していた障害年金の傷病名を記入して下さい。

F : r年金証書の基礎年金番号・年金コード』欄

3級で受給していた障害年金の基礎年金番号・年金コードを必ず記入して下さい。
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診 断 書 コ 一 ド

新法 !日法

永 久 由 定

2 
呼吸器疾患 P28 呼吸器疾患
(様式120号の5) (様式4)

3 
循環器疾患 P32

(犠式120号の6ー(1))

4 
聴力・口腔 P18
(様式120号の2)

5 
眼の障害 P16 眼盗聴力・口腔
(様式120号の1) (様式1)

6 
肢体障害 P20 肢体障害
(様式120号の3) (様式2)

7 
精神障害 P24 精神障害
(様式120号の4) (様式3)

8 
菅・肝疾患、糖尿病 P36 内科疾患

(様式120号のか(2)) (様式5)

9 
血液・造血器・その他 P40 その他の障害

(様式120号の7) (様式6)
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{第 病 コ 一 ド

呼吸器系結核
胸膜、気管支、咽頭の結核性膿胸

15 
を含む。

2 腸、臨膜の結核 16 耳の疾患 外傷を含む。

3 骨、関節の結核 17 脊柱の疾患
頚腕症候群、後縦靭帯骨化症、
椎間板ヘルニア等

4 その他の結核 18 関節疾患 関節リウマチ、変形性関節症等

パーキンソン病、舞踏病、脊髄小
5 梅毒 進行麻捧(精神) 19 中極神経の痕患 脳変性症、てんかん、多発性硬化

症、筋萎縮性側索硬化症

6 精神障害 アルツハイマー 20 呼吸器の疾患
気管支ぜんそく、気管支拡張症、
姉気1重等

7 脳血管疾患
脳動脈、脳実質外動脈の狭窄を

21 腎疾患
合む。

8 眼の痕患 外傷を含む。 22 肝疾患

9 循環器系の疾患
高血圧性疾患、レイノー症候群、

23 消化器系の疾患
腸閉塞、腹膜癒着、胆のう、胆

ビュルガー病等を含む。 道、陣織の疾患を含む。

10 じん肺症 24 血液、造車器の疾患

11 脊柱の外傷 脊髄損傷 25 糖尿病 糖原病性の各疾患を含む。

12 上肢の外傷 上肢帯を含む。 26 新生物
ホジキン病、多発性骨髄握、白血
病等を含む。

筋ジストロフィー、筋無力症、スモ
13 下肢の外傷 膏盤帯を含む。 27 その他 ン、ベーチエツト、大腿骨骨頭無腐

性壊死、腰原病等。

14 その他の外傷 脳挫傷 28 知的障害(精神遅滞)臨年のみ

※傷病の分類!ま、原則として基礎疾患により分類するが、基礎疾患が明らかでない場合は、症状発見臓器による。
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発病日と初診日による受給要件について

孟〉ご竺 昭和61年3月31日以前 昭和61年4月1日以降

昭和59年9月30日以前
IB法要件(発病主義)

. .薗圃..・ E ・..・・ E

(納付-1日法要件)

昭和59年10月1日 ~ 発病主義
E 圃圃彊. . .・・ E ・・置・

昭和61年3月31自 (納付ーIB法要件または新法要件)

昭和61年4.Fl1日以降
発病主義または初診自主義 新法要件(初診自主義)

(納付一新法要件) (新法一納付要件)

以前 【61.4.1】 以後

厚生年金の
間左

厚生年金の
同左

厚年請求
被保険者期間 被保険者期間 の可否

例① ム O O 

② ム O O 

③ ム O O 

④ A O O 
、

⑤ A O × 

⑥ A O × 
ノ

⑦ A O O 

⑧ ム O O 

⑨ ム O x 

⑩ A O O 
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課 所 符 号 進逮番号

障害厚生年金年金請求書受付 E 点検シート(

項 目 主 な 点 検 肉 ~ ・2・宅 チェッ5 備 考

受付年月日 最も古い日付が鮮明に押印されていること 進達まで3遊間超→遅延通知(写)添付

請求書⑩欄 老鈴・共済等の受給権がないか
受給権はあるが誇求していない場合は、その
旨を記載する

請求書⑮欄(1) 1.認定日誇求→認定日分診断書 詳細に説明し、意思を十分に確認、

「請求事由j 遡及認定R請求→上記十議求日分診断書 請求者の意思に応じ、認、定R以降であれば複

※「請求事曲線認、書Jが添付されているか
数枚の診断著書提出も可

年
金

*詳絡に説明のうえ、 2. 事後重症請求→請求日分診断書 請求日が65歳到達の前日までであること

5毒 意思を十分に確認、 理由が適切であるか確認すること 老齢基礎年金繰上げ者でないこと

求 3. 初めて 1、2級該当による請求の場合は傷病それ

書 ぞれの灘害の状態がわかる診断書があること
基準傷病の現疲Rが65歳到達日の前日まで
であること(受付Rは65歳以降でも可)

の (3)欄との整合を確認すること

記 請求書⑮欄(3) 請求傷病すべてについて漏れのないことを確認

載 f傷病の内容」 診断書①樹の傷病であるか確認 (手引きP6~P7参照)

内 請求しない傷病は、誇求者に確認のうえ抹消する，谷司晶剛司E

労災等給付状況がわかる書類添付
業務上の場合は必要な事項の記載を確認、

請求中であれば、その旨を記載する

請求書⑩欄 受給権が発生すると思われる待点での生計維持関係の 確認.i正明書類を添付(※滋及認定日請求の

「生計維持証明J
記載、証明書手類を確認。@機との整合を確認、 場合i土認定日時点のものを添付)

年収850万円以上→ 2の欄を確認 就業土問日等証明書類を添付

年金請求書、診断書記載の請求傷病すべてについて、請求傷病ごとに添付さ 1枚に複数の傷病が記載され、個々の状況等
れているか が不詳になっていないか

病 十一一一

歴 診断書の既存障害・既往症欄に記載されている傷病の病歴・就労状況等申立 言書求傷病と部位が重複せず、LJ;l果関係がない
書が添付されているか ことが明らかな場合は添付不要. 

就
初診日が昭和61年4月1日より前の場合は必ず

労 発病年月日、初診年月日、初診医療機関の記載があるか
発病主義となる(手引きP90参照)

状
況

初診医療機関の受診期間及び受診状況が記載されているか

等 発病から初診までの経過が記載されているか
期間が長い場合は、期間を区切り症状の経過

申
卜一一一

を詳しく記載
医療機関ごとの受診期間が明確にわかるか

受診状況等証明書と受診期間が合ってしもか
i四AL- も確認、

受診していない期間についても記載されているか

書
発病から初診までの聞に初診援療機関の前に受診した記述がないか

裏而の就労状況等関係が記載されているか

受診状況等証明書(受証)は、初診医療機関と診断書作成医療機関が同一、かつ本人申立の初診日と診断書

@欄(または@構)と@欄が同一であり、@欄の記載根拠が「診療録で確認、j の場合以外に必要となる

5l.ι 
受託または受証が添付できない理由書が、整備されているか (手引きP46~P49参照)診

状
「発病から初診までの経過j 、 f初診より終診までの治療内容及び経過の概 どちらの記載もなければ次の医療機関の受託

況 要j が記載されているか を添付すること

等
言正 「発病から初診までの経過j に前医の記載がないか

明
重居冨芝

記載根拠にOがあるか
複数Oがある場合、その根拠ごとの記載内容の範囲が明確にわかるか

初診医療機関の受証が添付できない場合、参考となる資料の添付があるか (手引きP46~P49参照)



項 自 主 な 点 検 内 t同f幽・ 子工‘:J~ 備 考

糖尿病、腎疾忠等健康診断で指摘を受けることがある傷病、網膜色素変'性

アン 症、先天性股関節脱臼等先天性疾患の場合にアンケートが添付されているか
(手引きP54~P63参照)

ケー

ト-健診で指摘を受けたことがある場合、保管されているすべての結果の写が添 初めて指摘を受けた待点のものが添付できな
健診 付されているか い場合はその旨の耳華街苦手を添付する
結果

最初の指摘からの経過が病歴・就労状況等申立書に記載されているか

様式の種類等 請求傷病、障害の部位・状態に適した様式か (手引きP13~P14参照)

現行の様式か(113様式は使用不可) (手引きP15参照)

請求傷病すべての診断書が添付されているか (手引きP6~P7参照)

①~⑨欄
②③樹の f診療録で線認、j または f本人の申立てj に

号E〈29 
0があるか。②③欄が本人申立の場合、 ( )内に糠 (手引きP16~P43参照)

取年月 Rの記載があるか

断
@@④欄が誇求書に記載されている初診(発病)年月

重Eヨ量 Rより前の R付になっていなし、か

. 
共

初診時所見に前医の記載がないか 前医がある場合、前涯の受託が必要
トー一一一一

通 障害の状態(現症日)
障害認、定日分、請求自分等それぞれに妥当な臼付けが

(手引きP8~PI0参照)

事
記載されているか

エ頁 現疲持の羽常生活活動 日常生活がどのような状況か、どの程度の労働ができ
(手引きP16~P43参照)

能力及び労働能力 るのか記載されているか

予後 記載されているか 断定できない場合は「不詳j等

診断書作成医師 作成年月日、医療機関名及び所在地、診療担当科、医
師の氏名・捺印に漏れがないか

(手引きP15参照)

........ .. -・・・・・.....・・・・・・・・・s・........・・.宜・..冒...・4・.................宥厚.寧...・・・・・・・・..........・・・・......・・・・・・・・・・・・・・・・.....・・・・・・・・・・..・・垂・，.・S童書..宣車庫E垂直..官・..........・ ....... .. .....................・・・・・・・・・・s・・・・・.....................・ーー.......・・・・・・・..

傷
眼の障害 視野の状態:視標(1/4、1/2等)が記載されているか 〈手引きP17参照)

呼吸器疾患による韓
病

⑩欄が記載されているか(動脈血ガス分析値の数値は 呼吸不全がなくとも必須項I'l(手引きP29参

害 必ず記載) 照)
時井一

心疾患による障害 左室駆出率EF値の数値が記載されているか

そ
被保険者記録整備 重複している期間がないか (手引きP50参照)

の 周年納付R、免徐申請Rを必ず確認、

f出 資格・納付要件 資格・納付要件はあるか
必ず、手引きP52~P53を見て確認する

請求傷病が複数あり明らかに相当因果関係がないと患われる場合は、それ

ぞれの初診日(発病日)が確認できる匪証(受診状況等証明書、診断書) 相当因果関係については手引きP64参照

が添付されているか

請求書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書、診断書で経過等

(発病・初診)に整合がとれているか

く連絡事項等>

担当者名



障害厚生年金請求書の緩じ方について

ま
と
め
て
線
じ
込
む
も
の

1.病歴就労等状況申立書 ;病歴の古い順に一枚ずつ折る

・本人の申し立で病歴lこ準ずるもの j ・複数の傷病がある場合は傷病ごとに古い11頂

2.アンケート(参考様式P56"-'P63)

3.診断書(指定の様式現症 の 古 い 願 に 並 べ る

・心電図(原本の場合はコピ}を綴る※原本は本人宛に返戻

4.子 の 診 断書(子の障害ありの場合 ・ 子 の 身 障 者 手 帳 の 写 し

5ニ受警空況手明書(診療録等で確認できるもの診竺古ど堕に並三ゑ

-受診状況証明書が添付できない理由書 i・診察券の写し、入院証明、手術証明、退院証明、処方婆等は

・初診Rに関する申立書 添付できない理白書jの医療機関とセットにする

6.人間ドック、職場健康診断等の結果表、その他の診断書 ;受診の古い!慎に並べる
一 一一一一一一一一

・原本の場合はコピーをとり、原本は本人宛に返戻する; リハビリ手帳・療養手帳・母子手帳等も

7.健康保倹給付記録マイクロ・傷病手当金・高額医療・特定疾病医療証

8.労災保険に関連した書類 ;労災年金証書の写し・労災事故状況現況届等

9.第三者行為事故状況届等 ;業務処理マニュアル内 f第三者行為事故状況属等の作成の手引きj 参照

・交通事故証明書(事故年月日が確認できる書類)

-確認書

・示談書(受領額がわかる書類)

.賠償金の領収書

10.身体障害者手帳の写し ;市区町村の開示許可文書

・手帳交付時の診断書の写し等 ; 

11.その他 申立書 ;年金事務所からの申し立て等

12.照会の同意書・委任状 ; 

13.請求事尚に関する申し立て ;請求遅延申し立て

14. JJIJ疾患にて国年で請求している書類関係 ;請求書の写し・診断書の写し・認定結果票の写し等

15.農林漁業団体職員共済組合の通知 ;障害共済年金に該当しないことの遜知と書類の返送について

16.子の加算請求に係る確認書「17五許往持註-扇 (Bi泌一一一一日 一一一一一一 一一一一一諜え一山号肩一 一一一一一一一一一一一一………ー … 

ト18.所得証明・源烹樫収票・非翠税理明書等一 “~ê，fl偶者会・宣川展、壬供5'7-.五ど堕ι並べる
・健康保険証の写し i 

19.夜学証明書・卒業証明書・生徒手帳写し i 
20.生計維持申立書・生計維持証明書

21.住民票

22.戸籍謄本・戸籍記載事項証明 j氏名・性別・生年月日を確認

23.児童扶養手当に関連した書類 i児童扶養手当関係の通知・証書・額調書等

24.通帳・キャッシュカ}ドの写し j 

25. 年金事務所発送の本人宛遅延通知の写し i 
26. 過去の不支給・却下処分通知の写し j 

27.納付要件計算表・納付日等を確認した印字 ; 

28.年金事務所の点検シート ー

(
A
)
 

裏表

29.加給年金額支給停止事由該当届

30.障害者特例・受給報告書

志氏
山咽……………，…一一一.........._..._--_..…………4…一一一_....…一一同…ー………ー…一一一…ー
31.選択申出書・未支給請求書

_....・・m・…一一…一一一……....._.…一一一一一一一一一一一一一一一一一一回一一一一一一一一‘
綴 32.加給年金対象者不該当届
じ

… "““柚旬“““h白目目目目目目目目目目m一一 ……… 一…唱…………一一一一一+一一一一一…一一一一一……'吋叩……一一‘h日………'吋一一一一+叫叩………山一……山………+い一………晶一一一一】『一…日'刊唱…………“一+山_. …一一…一…一…一 4…………F一一【一一同目+一一一……….一一一…『一一一+“山 一H

33.障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届
付
iナ 34.障害年金額改定詰求書
る 35.被保険者記録照会田答票
も ................_.__....…一司一…ー……………一一一一…一一一一.__._...一一一一一・-‘'一一一一一・ー 一一一一一一一一…一一…一……一一 …日一H一円e一……a円4……叩圃一…，一一一一…一一一……一一一一，“一一一一圃目一一……a“一………圃目………….一………“一………‘日一……一民M一…一一F町一一一一F一一一一旧一一一一晶日一一一圃目一一~…，一一……町一……』日一民M目‘‘圃一一一a“一一a日一‘一一………‘日一一一圃目圃a山晶一一…………一一一
の 36.年金加入期間確認、通知書

〆'‘、 一…・-圃圃....__..………ー………………・P一一一一一……一一一一一一一一 …一一一一一一…ー…町一............._..…一一…"一…一一“'““'・一一・p・…一一一
お 37.農林共済組合員期間証明書
、--' 一一…山一一一一……一一_....・・-一一..._.......一一…………一一……一一一… ………"…ー…目.....-...-.一一一……ー……曹関回一一..._......._....

38.国民年金樟害基礎年金裁定請求書 -他年金の請求書の写し等
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※注1.この資料は、資料を綴じる際の)1慎番を決めたものですので、不必要なものは添付しないで下さい。

※注 2. 被保険者記録の印字や本人・配偶者の給付画面の印字は原則として添付不要で、すo~組放裏金量集夏三

動笠E笠位確琵まん主堅企回生虫設住L玄王室ど斗
※注 3.再進達分は、年金請求書の表面に前回返戻時文書を添付して下さい。

※注4. (B)の各届書等に伴う添付書類があるときは、 (B)と一緒に裏表紙に綴じ付けてください。(分離さ

せて (A)に綴じ込む必要はありません。)

(A) 1 2 3・・・ 5・・・ 18・・・ 21 22・・・
11  

ロ 山口川口他
ホチキス止め

、、
〆'

B
 

30 31 年金請求書
⑨~⑪機のペーご守

年金誇求書

⑫~⑬楊のぺ}ジ

l篠者 ~lR.Ijl/:l:lili' 
一一一今

(B) 

(A) 

ぐー

(B) を裏表紙に綴じ付けた後、 (A) を挟みこみ

ホチキスまたはクリップでひとつにまとめる。
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障害年金業務部事務分掌

{障害年金第 1G] 

0管理チーム

遺族年金因果関係の認定

新規裁定(地方裁定分)に係る加対者等障害状態認定

障害手当金の支払処理

・年金請求書・診断書等の写の送付

.英語版診断書(参考様式)の管理

0額改チーム

障害認定の審査事務

.障害状態確認届

・額改定請求書

-支給停止事由消滅届

. ~章害者特例請求書

-加給年金額対象者障害該当届

O旧船員保険チーム

!日法船員保険の裁定及び支払事務

【障害年金第2G】 障害給付の新規裁定

OABチーム

障害給付の裁定 、課度笠長:北海道 (01)"" 蚊阜 (38)

OCDチーム

障害給付の裁定 課所符号:静岡 (39) 沖縄 (82)
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発刊 平成 17年 3月(社会保険業務センタ}つうしん連載記事のまとめ)

改訂履歴

改訂年月 主な改訂事由

平成 22年 5月 • 13本年金機構設立に伴う組織名称変更

平成 23年 5月 -障害年金加算法施行に伴う請求書様式変更

-認定基準改正等(循環器疾患、呼吸器疾患、 HIV)に伴う診断書様式変更

平成 24年 5月 -全銀協システム更改及び農林共済年金の事務移管に伴う請求書様式変更

-認定基準改正等(精神)に伴う診断書様式変更

. r年金請求書にかかる不備返戻の具体例j全面削除

-認定が困難な疾患の認定事例の配布(給付指 2012ヴ1、2012曹 125)に伴う追記

-人工血管・心臓移植・人工心臓・ CRT'CRT-Dの障害認、定日(給付情 2011-93)に伴う追記

)
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